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付　　議　　事　　件 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 回定例会 

 番号 事　　　　　件　　　　　名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

 
1

専決処分の承認を求めることについて（さくら市

税条例の一部改正）
市　長 P 5

 
2

専決処分の承認を求めることについて（さくら市

都市計画税条例の一部改正）
〃 P13

 
3

専決処分の承認を求めることについて（さくら市

国民健康保険税条例の一部改正）
〃 P16

 
4

専決処分の承認を求めることについて（令和 7 年

度さくら市一般会計補正予算（第 10 号））
〃 P24

 
5

専決処分の承認を求めることについて（令和 8 年

度さくら市一般会計補正予算（第 1 号））
〃 P44

 
6

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の一部改正について
〃 P60

 
7 さくら市行政手続条例の一部改正について 〃 P62

 
8 さくら市印鑑条例の一部改正について 〃 P64

 
9

さくら市公益的法人等への職員の派遣等に関する

条例の一部改正について
〃 P66

 
10 さくら市税条例の一部改正について 〃 P67

 
11 さくら市都市計画税条例の一部改正について 〃 P74

 

12

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る条例及びさくら市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する条例の一部改正について

〃 P76

 

13

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る条例及びさくら市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正について

〃 P85

 

14

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る条例及びさくら市乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いて

〃 P89
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番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

 
15 さくら市企業誘致条例の一部改正について 市　長 P91

 
16 さくら市水道事業給水条例の一部改正について 〃 P97

 
17 令和 8 年度さくら市一般会計補正予算(第 2 号) 〃 P99

 
18 さくら市教育委員会教育長の任命同意について 〃 P114

 
19 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P115

 
20 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P116

 
21 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P117

 
22 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P118

 
23 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P119

 
24 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P120

 
25 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P121

 
26 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P122

 
27 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P123

 
28 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P124

 
29 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P125

 
30 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P126

 
31 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P127

 
32 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P128
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番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

 
33 さくら市農業委員会委員の任命同意について 市　長 P129

 
34 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P130

 
35 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P131

 
36 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P132

 
37 さくら市農業委員会委員の任命同意について 〃 P133

 報告 

1

令和 7 年度さくら市一般会計繰越明許費繰越計算

書の報告について
〃 P134

 報告 

2

令和 7 年度さくら市一般会計事故繰越し繰越計算

書の報告について
〃 P136

 報告 

3

令和 7 年度さくら市水道事業会計予算繰越計算書

の報告について
〃 P138

 報告 

4

令和 7 年度さくら市下水道事業会計予算繰越計算

書の報告について
〃 P140

 報告 

5

さくら市新型インフルエンザ等対策行動計画の変

更について
〃 P142

 報告 

6

専決処分事項の報告について（南小放課後児童ク

ラブ施設整備工事（建築工事）請負契約の変更）
〃 P143

 報告 

7

専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決

定）
〃 P145

 諮問 

１
人権擁護委員候補者の推薦について 〃 P147
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議 案 第 1 号  

 

 

　 　 　 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て  

 

 

　 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 179 条 第 1 項 の 規 定 に

よ り 、 下 記 事 項 に つ い て 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第

3 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 し 承 認 を 求 め る 。  

 

記  

 

専 決 処 分 第 4 号 　 さ く ら 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

　 　 令 和 8 年 6 月 4 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資 　 　 　
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専 決 処 分 第 4号  

 

専 決 処 分 書  

 

 

さ く ら 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

 

 

　 　 令 和 8年 3月 31日  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 13号  

 

さ く ら 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 税 条 例 （ 平 成 17年 さ く ら 市 条 例 第 62号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

第 18条 の 3中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

第 19条 中 「 、 第 81条 の 6第 1項 」 を 削 り 、 同 条 第 2号 及 び 第 3号 中

「 第 81条 の 6第 1項 の 申 告 書 、 」 を 削 る 。  

第 33条 第 3項 中 「 以 下 こ の 項 及 び 次 項 並 び に 」 を 「 次 項 及 び 」

に 改 め 、 「 い う 。 ） 」 の 次 に 「 （ 同 号 ロ に 掲 げ る も の を 除 く 。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 80条 第 1項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

軽 自 動 車 税 は 、 軽 自 動 車 等 に 対 し 、 そ の 所 有 者 に 課 す る 。  

第 80条 第 2項 を 削 り 、 同 条 第 3項 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」

に 、 「 、 第 1項 」 を 「 、 前 項 」 に 、 「 そ の 使 用 者 に 」 を 「 当 該 軽

自 動 車 等 の 使 用 者 に 軽 自 動 車 税 を 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中

「 こ れ を 課 さ な い 」 を 「 こ の 限 り で な い 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条

第 2項 と す る 。  

第 81条 第 1項 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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軽 自 動 車 等 の 売 買 契 約 に お い て 売 主 が 当 該 軽 自 動 車 等 の 所 有

権 を 留 保 し て い る 場 合 に は 、 買 主 を 軽 自 動 車 等 の 所 有 者 と み な

し て 、 軽 自 動 車 税 を 課 す る 。  

第 81条 第 2項 中 「 3輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 又 は 」 を 削 り 、 同

条 第 3項 及 び 第 4項 を 削 る 。  

第 81条 の 3か ら 第 81条 の 8ま で を 削 る 。  

第 82条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 、 第 83条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 及 び 第

85条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め

る 。  

第 87条 の 見 出 し 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め 、 同 条 第

1項 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 、 「 第 33号 の 4の 2様 式 」 を

「 第 33号 の 4様 式 」 に 改 め 、 同 条 第 2項 及 び 第 3項 中 「 第 33号 の 4

の 2様 式 」 を 「 第 33号 の 4様 式 」 に 改 め る 。  

第 88条 の 見 出 し 、 第 89条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 並 び に 第 90条 の 見

出 し 並 び に 同 条 第 1項 か ら 第 3項 ま で 、 第 5項 及 び 第 6項 中 「 種 別

割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

第 91条 第 2項 中 「 第 80条 第 3項 た だ し 書 」 を 「 第 80条 第 2項 た だ

し 書 」 に 、 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め 、 同 条 第 7項 中

「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

附 則 第 7条 の 3の 前 の 見 出 し 及 び 同 条 を 削 る 。  

附 則 第 7条 の 3の 2第 1項 中 「 居 住 年 が 平 成 11年 か ら 平 成 18年 ま で

又 は 」 を 「 同 法 第 41条 第 1項 に 規 定 す る 居 住 年 が 」 に 、 「 に お い

て 、 前 条 第 1項 の 規 定 の 適 用 を 受 け な い と き は 」 を 「 に は 」 に 、

「 附 則 第 5条 の 4の 2第 5項 」 を 「 附 則 第 5条 の 4第 5項 」 に 改 め 、 同

条 第 2項 中 「 附 則 第 7条 の 3の 2第 1項 」 を 「 附 則 第 7条 の 3第 1項 」

に 改 め 、 同 条 を 附 則 第 7条 の 3と し 、 同 条 に 見 出 し と し て 「 （ 個

人 の 市 民 税 の 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 ） 」 を 付 す る 。  

附 則 第 8条 第 1項 中 「 令 和 9年 度 」 を 「 令 和 12年 度 」 に 改 め 、 同

条 第 2項 中 「 、 附 則 第 7条 の 3の 2第 1項 」 を 削 る 。  

附 則 第 10条 の 2第 3項 中 「 附 則 第 15条 第 14項 」 を 「 附 則 第 15条 第

13項 」 に 改 め 、 同 条 第 4項 中 「 附 則 第 15条 第 21項 」 を 「 附 則 第 15

条 第 20項 」 に 改 め 、 同 条 第 5項 中 「 附 則 第 15条 第 22項 第 1号 」 を

「 附 則 第 15条 第 21項 第 1号 」 に 改 め 、 同 条 第 6項 中 「 附 則 第 15条

第 22項 第 2号 」 を 「 附 則 第 15条 第 21項 第 2号 」 に 改 め 、 同 条 第 7項
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中 「 附 則 第 15条 第 22項 第 3号 」 を 「 附 則 第 15条 第 21項 第 3号 」 に

改 め 、 同 条 第 8項 中 「 附 則 第 15条 第 23項 第 1号 」 を 「 附 則 第 15条

第 22項 第 1号 」 に 改 め 、 同 条 第 9項 中 「 附 則 第 15条 第 23項 第 2号 」

を 「 附 則 第 15条 第 22項 第 2号 」 に 改 め 、 同 条 第 10項 中 「 附 則 第 15

条 第 25項 第 1号 イ 」 を 「 附 則 第 15条 第 24項 第 1号 イ 」 に 改 め 、 同

条 第 11項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 1号 ロ 」 を 「 附 則 第 15条 第 24項

第 1号 ロ 」 に 改 め 、 同 条 第 12項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 1号 ハ 」

を 「 附 則 第 15条 第 24項 第 1号 ハ 」 に 改 め 、 同 条 第 13項 中 「 附 則 第

15条 第 25項 第 1号 ニ 」 を 「 附 則 第 15条 第 24項 第 1号 ニ 」 に 改 め 、

同 条 第 14項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 2号 」 を 「 附 則 第 15条 第 24項

第 2号 」 に 改 め 、 同 条 第 15項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 3号 イ 」 を

「 附 則 第 15条 第 24項 第 3号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 16項 中 「 附 則 第 15

条 第 25項 第 3号 ロ 」 を 「 附 則 第 15条 第 24項 第 3号 ロ 」 に 改 め 、 同

条 第 17項 中 「 附 則 第 15条 第 25項 第 3号 ハ 」 を 「 附 則 第 15条 第 24項

第 4号 」 に 改 め 、 同 条 第 18項 か ら 第 20項 ま で を 削 り 、 同 条 第 21項

中 「 附 則 第 15条 第 28項 」 を 「 附 則 第 15条 第 27項 」 に 改 め 、 同 項

を 同 条 第 18項 と し 、 同 条 第 22項 中 「 附 則 第 15条 第 32項 」 を 「 附

則 第 15条 第 31項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 19項 と し 、 同 条 第 23項

中 「 附 則 第 15条 第 36項 」 を 「 附 則 第 15条 第 35項 」 に 改 め 、 同 項

を 同 条 第 20項 と し 、 同 条 第 24項 中 「 附 則 第 15条 第 37項 」 を 「 附

則 第 15条 第 36項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 21項 と し 、 同 条 第 25項

中 「 附 則 第 15条 第 40項 」 を 「 附 則 第 15条 第 39項 」 に 改 め 、 同 項

を 同 条 第 22項 と し 、 同 条 第 26項 中 「 附 則 第 15条 第 41項 」 を 「 附

則 第 15条 第 40項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 23項 と し 、 同 条 中 第 27

項 を 第 24項 と し 、 第 28項 を 第 25項 と す る 。  

附 則 第 10条 の 3第 7項 中 「 附 則 第 12条 第 16項 」 を 「 附 則 第 12条 第

17項 」 に 改 め 、 同 条 第 8項 中 「 附 則 第 12条 第 19項 」 を 「 附 則 第 12

条 第 20項 」 に 改 め 、 同 条 第 9項 第 4号 中 「 附 則 第 12条 第 23項 」 を

「 附 則 第 12条 第 24項 」 に 改 め 、 同 項 第 6号 中 「 附 則 第 12条 第 24項 」

を 「 附 則 第 12条 第 25項 」 に 改 め 、 同 条 第 10項 第 5号 及 び 第 12項 第

5号 中 「 附 則 第 12条 第 31項 」 を 「 附 則 第 12条 第 32項 」 に 改 め 、 同

条 第 15項 中 「 附 則 第 12条 第 19項 」 を 「 附 則 第 12条 第 20項 」 に 改

め 、 同 条 第 16項 中 「 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 」 を 「 改 修 特 別 特 定

建 築 物 」 に 、 「 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関
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す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 18年 国 土 交 通 省 令 第 110号 ） 第 10条 第 2

項 に 規 定 す る 通 知 書 の 写 し 及 び 主 と し て 劇 場 、 音 楽 堂 等 の 活 性

化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 24年 法 律 第 49号 ） 第 2条 第 2項 に 規 定 す る

実 演 芸 術 の 公 演 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 」 を 「 施 行 規 則 附 則 第 7

条 の 2第 1項 に 規 定 す る 補 助 に 係 る 補 助 金 確 定 通 知 書 の 写 し 及 び

高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成

18年 法 律 第 91号 ） 第 14条 第 1項 に 規 定 す る 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基

準 （ 同 条 第 3項 の 条 例 で 付 加 し た 事 項 を 含 む 。 ） 又 は 同 法 第 17条

第 3項 第 1号 に 規 定 す る 同 法 第 2条 第 20号 に 規 定 す る 建 築 物 特 定 施

設 の 構 造 及 び 配 置 に 関 す る 基 準 に 適 合 す る 」 に 改 め 、 同 項 第 3号

を 次 の よ う に 改 め る 。  

( 3)　 家 屋 が 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す

る 法 律 施 行 令 （ 平 成 18年 政 令 第 379号 ） 第 5条 各 号 に 掲 げ る 特

別 特 定 建 築 物 （ 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に

関 す る 法 律 第 14条 第 3項 の 条 例 で 定 め る 同 法 第 2条 第 18号 に 規

定 す る 特 定 建 築 物 を 含 む 。 ） の い ず れ に 該 当 す る か の 別  

附 則 第 10条 の 4第 1項 第 1号 中 「 附 則 第 12条 の 4第 1項 第 3号 」 を

「 附 則 第 12条 の 3第 1項 第 3号 」 に 改 め 、 同 条 第 3項 中 「 特 定 被 災

共 用 土 地 納 税 義 務 者 （ 以 下 こ の 項 」 を 「 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税

義 務 者 （ 第 4号 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 1条 を 加 え る 。  

（ 令 和 6年 能 登 半 島 地 震 に 係 る 固 定 資 産 税 の 特 例 の 適 用 を 受 け

よ う と す る 者 が す べ き 申 告 等 ）  

第 10条 の 5　 法 附 則 第 16条 の 3第 1項 （ 同 条 第 2項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 当 該 年

度 の 初 日 の 属 す る 年 の 1月 31日 （ 第 54条 第 6項 の 規 定 に よ り 同 項

に 規 定 す る 仮 換 地 等 に 係 る 同 条 第 1項 の 所 有 者 と み な さ れ た 者

が 当 該 仮 換 地 等 に つ い て 法 附 則 第 16条 の 3第 6項 （ 同 条 第 7項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ

れ る 同 条 第 1項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、

3月 1日 ） ま で に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

( 1)　 納 税 義 務 者 の 住 所 、 氏 名 又 は 名 称 及 び 個 人 番 号 又 は 法 人

番 号 （ 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 を 有 し な い 者 に あ っ て は 、 住 所

及 び 氏 名 又 は 名 称 ） 並 び に 当 該 納 税 義 務 者 が 令 附 則 第 12条 の 4
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第 1項 第 3号 か ら 第 5号 ま で 又 は 第 3項 第 3号 か ら 第 5号 ま で に 掲

げ る 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 同 条 第 1項 第 1号 若 し く は 第 2号

又 は 第 3項 第 1号 若 し く は 第 2号 に 掲 げ る 者 と の 関 係  

( 2)　 法 附 則 第 16条 の 3第 1項 に 規 定 す る 被 災 住 宅 用 地 の 上 に 令

和 5年 度 に 係 る 賦 課 期 日 に お い て 存 し た 家 屋 の 所 有 者 及 び 家 屋

番 号  

( 3)　 当 該 年 度 に 係 る 賦 課 期 日 に お い て 法 附 則 第 16条 の 3第 1項

（ 同 条 第 2項 に お い て 準 用 す る 場 合 及 び 同 条 第 6項 （ 同 条 第 7項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 土 地

を 法 第 349条 の 3の 2第 1項 に 規 定 す る 家 屋 の 敷 地 の 用 に 供 す る

土 地 と し て 使 用 す る こ と が で き な い 理 由  

( 4)　 そ の 他 市 長 が 固 定 資 産 税 の 賦 課 徴 収 に 関 し 必 要 と 認 め る

事 項  

2　 法 附 則 第 16条 の 3第 1項 （ 同 条 第 2項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け る 土 地 に 係 る 令 和 8年 度 分 及 び 令

和 9年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 第 74条 の 規 定 は 適 用 し な

い 。  

3　 法 附 則 第 16条 の 3第 4項 に 規 定 す る 特 定 被 災 共 用 土 地 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 特 定 被 災 共 用 土 地 」 と い う 。 ） に 係 る 固 定 資 産

税 額 の 按 分 の 申 出 は 、 同 条 第 4項 に 規 定 す る 特 定 被 災 共 用 土 地

納 税 義 務 者 （ 第 4号 に お い て 「 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 」

と い う 。 ） の 代 表 者 が 毎 年 1月 31日 ま で に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記

載 し た 申 出 書 を 市 長 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

( 1)　 代 表 者 の 住 所 、 氏 名 又 は 名 称 及 び 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

（ 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 を 有 し な い 者 に あ っ て は 、 住 所 及 び

氏 名 又 は 名 称 ）  

( 2)　 特 定 被 災 共 用 土 地 の 所 在 、 地 番 、 地 目 及 び 地 積 並 び に そ

の 用 途  

( 3)　 特 定 被 災 共 用 土 地 に 係 る 法 附 則 第 16条 の 3第 3項 に 規 定 す

る 被 災 区 分 所 有 家 屋 の 所 在 、 家 屋 番 号 、 種 類 、 構 造 及 び 床 面

積 並 び に そ の 用 途  

( 4)　 各 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 の 住 所 及 び 氏 名 並 び に 当

該 各 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 の 当 該 特 定 被 災 共 用 土 地 に
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係 る 持 分 の 割 合  

( 5)　 法 附 則 第 16条 の 3第 3項 の 規 定 に よ り 按 分 す る 場 合 に 用 い

ら れ る 割 合 に 準 じ て 定 め た 割 合 及 び 当 該 割 合 の 算 定 方 法  

4　 法 附 則 第 16条 の 3第 9項 の 規 定 に よ り 特 定 被 災 共 用 土 地 と み な

さ れ た 特 定 仮 換 地 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 仮 換 地 等 」 と

い う 。 ） に 係 る 固 定 資 産 税 額 の 按 分 の 申 出 に つ い て は 、 前 項 中

「 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 」 と あ る の は 「 特 定 仮 換 地 等 納

税 義 務 者 」 と 、 「 特 定 被 災 共 用 土 地 の 」 と あ る の は 「 特 定 仮 換

地 等 の 」 と 、 「 特 定 被 災 共 用 土 地 に 」 と あ る の は 「 特 定 仮 換 地

等 に 対 応 す る 従 前 の 土 地 で あ る 特 定 被 災 共 用 土 地 に 」 と す る 。  

附 則 第 15条 の 2か ら 第 15条 の 6ま で を 削 る 。  

附 則 第 16条 の 見 出 し 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 1項 中 「 法

第 444条 第 3項 に 規 定 す る 」 を 「 道 路 運 送 車 両 法 第 60条 第 1項 後 段

の 規 定 に よ る 」 に 、 「 か ら 第 4項 ま で 」 を 「 及 び 第 3項 」 に 改 め 、

「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 2項 中 「 令 和 4年 4月 1日 か ら 令 和 8年

3月 31日 ま で 」 を 「 令 和 7年 4月 1日 か ら 令 和 10年 3月 31日 ま で 」 に

改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 3項 中 「 法 第 446条 第 1項 第 3

号 」 を 「 同 項 」 に 改 め 、 「 及 び 次 項 」 を 削 り 、 「 令 和 4年 4月 1日 」

を 「 令 和 7年 4月 1日 」 に 、 「 当 該 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 日 の

属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 」 を 「 令 和 8年 度 分 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」

を 削 り 、 同 条 第 4項 を 削 る 。  

附 則 第 16条 の 2の 見 出 し 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 1項 中

「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 「 か ら 第 4項 ま で 」 を 「 又 は 第 3項 」 に 改

め 、 同 条 第 2項 及 び 第 3項 中 「 の 種 別 割 」 を 削 る 。  

附 則 第 16条 の 3第 3項 第 2号 、 第 16条 の 4第 3項 第 2号 及 び 第 17条 第

3項 第 2号 中 「 、 附 則 第 7条 の 3第 1項 及 び 附 則 第 7条 の 3の 2第 1項 」

を 「 及 び 附 則 第 7条 の 3第 1項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 17条 の 2第 1項 及 び 第 2項 中 「 令 和 8年 度 」 を 「 令 和 11年 度 」

に 改 め る 。  

附 則 第 18条 第 5項 第 2号 、 第 19条 第 2項 第 2号 及 び 第 20条 第 2項 第 2

号 中 「 、 附 則 第 7条 の 3第 1項 及 び 附 則 第 7条 の 3の 2第 1項 」 を 「 及

び 附 則 第 7条 の 3第 1項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 20条 の 2第 2項 第 2号 及 び 第 5項 第 2号 中 「 、 附 則 第 7条 の 3

第 1項 及 び 附 則 第 7条 の 3の 2第 1項 」 を 「 及 び 附 則 第 7条 の 3第 1項 」

-11-



に 改 め る 。  

　 　 　 附 　 則  

（ 施 行 期 日 ）  

第 1条 　 こ の 条 例 は 、 令 和 8年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

（ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 2条 　 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の

さ く ら 市 税 条 例 （ 次 条 第 1項 に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の

規 定 中 固 定 資 産 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 8年 度 以 後 の 年 度 分 の

固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 7年 度 分 ま で の 固 定 資 産 税 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

2　 令 和 6年 4月 1日 か ら 令 和 8年 3月 31日 ま で の 間 に 新 た に 取 得 さ

れ た 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 8年 法 律 第 2号 ） 第

1条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 226号 。 次

項 に お い て 「 旧 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 15条 第 25項 に 規 定 す る 特

定 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

3　 平 成 30年 4月 1日 か ら 令 和 8年 3月 31日 ま で の 間 に 旧 法 附 則 第 15

条 の 11第 1項 に 規 定 す る 利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 が 行 わ れ た 同 項

に 規 定 す る 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 軽 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 3条 　 新 条 例 の 規 定 中 軽 自 動 車 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 8年 度

以 後 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 に つ い て 適 用 す る 。  

2　 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 の 三 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 に 対 し て

課 す る 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

3　 令 和 7年 度 以 前 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ さ く ら 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 4条 　 さ く ら 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 26年 さ く

ら 市 条 例 第 35号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 第 6条 中 「 の 種 別 割 」 を 削 る 。
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議 案 第 2 号  

 

 

　 　 　 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て  

 

 

　 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 179 条 第 1 項 の 規 定 に

よ り 、 下 記 事 項 に つ い て 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第

3 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 し 承 認 を 求 め る 。  

 

記  

 

専 決 処 分 第 5 号 　 さ く ら 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

　 　 令 和 8 年 6 月 4 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資 　 　 　
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専 決 処 分 第 5号  

 

専 決 処 分 書  

 

 

さ く ら 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布

す る 。  

 

 

　 　 令 和 8年 3月 31日  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 14号  

 

さ く ら 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 都 市 計 画 税 条 例 （ 平 成 17年 さ く ら 市 条 例 第 64号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 第 5項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 15条 第 14項 」 を 「 附

則 第 15条 第 13項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 6項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 15条 第 32項 」 を 「 附

則 第 15条 第 31項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 7項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 15条 第 36項 」 を 「 附

則 第 15条 第 35項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 8項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 15条 第 37項 」 を 「 附

則 第 15条 第 36項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 9項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 15条 第 41項 」 を 「 附

則 第 15条 第 40項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 10項 の 見 出 し 及 び 同 項 中 「 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 」 を

「 改 修 特 別 特 定 建 築 物 」 に 改 め 、 同 項 中 「 高 齢 者 、 障 害 者 等 の

移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 18年 国 土 交
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通 省 令 第 110号 ） 第 10条 第 2項 に 規 定 す る 通 知 書 の 写 し 及 び 主 と

し て 劇 場 、 音 楽 堂 等 の 活 性 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 24年 法 律 第 49

号 ） 第 2条 第 2項 に 規 定 す る 実 演 芸 術 の 公 演 の 用 に 供 す る 施 設 で

あ る 」 を 「 地 方 税 法 施 行 規 則 （ 昭 和 29年 総 理 府 令 第 23号 ） 附 則

第 7条 の 2第 1項 に 規 定 す る 補 助 に 係 る 補 助 金 確 定 通 知 書 の 写 し 及

び 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平

成 18年 法 律 第 91号 ） 第 14条 第 1項 に 規 定 す る 建 築 物 移 動 等 円 滑 化

基 準 （ 同 条 第 3項 の 条 例 で 付 加 し た 事 項 を 含 む 。 ） 又 は 同 法 第 17

条 第 3項 第 1号 に 規 定 す る 同 法 第 2条 第 20号 に 規 定 す る 建 築 物 特 定

施 設 の 構 造 及 び 配 置 に 関 す る 基 準 に 適 合 す る 」 に 改 め 、 同 項 第 3

号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

( 3)　 家 屋 が 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す

る 法 律 施 行 令 （ 平 成 18年 政 令 第 379号 ） 第 5条 各 号 に 掲 げ る 特

別 特 定 建 築 物 （ 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に

関 す る 法 律 第 14条 第 3項 の 条 例 で 定 め る 同 法 第 2条 第 18号 に 規

定 す る 特 定 建 築 物 を 含 む 。 ） の い ず れ に 該 当 す る か の 別  

附 則 第 13項 か ら 第 16項 ま で の 規 定 中 「 附 則 第 15条 か ら 第 15条

の 3ま で 」 を 「 法 附 則 第 15条 か ら 第 15条 の 3ま で 」 に 改 め る 。  

附 則 第 18項 中 「 第 9項 、 第 13項 か ら 第 17項 ま で 、 第 19項 、 第 20

項 、 第 24項 、 第 27項 、 第 31項 か ら 第 33項 ま で 、 第 36項 、 第 37項 、

第 41項 若 し く は 第 44項 」 を 「 第 8項 、 第 12項 か ら 第 16項 ま で 、 第

18項 、 第 19項 、 第 23項 、 第 26項 、 第 30項 か ら 第 32項 ま で 、 第 35

項 、 第 36項 、 第 40項 若 し く は 第 43項 」 に 改 め る 。  

　 　 　 附 　 則  

　 （ 施 行 期 日 ）  

1　 こ の 条 例 は 、 令 和 8年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

　 （ 経 過 措 置 ）  

2　 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の さ く ら 市 都 市 計 画 税 条 例 の 規 定 は 、

令 和 8年 度 以 後 の 年 度 分 の 都 市 計 画 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 7年

度 分 ま で の 都 市 計 画 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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議 案 第 3 号  

 

 

　 　 　 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て  

 

 

　 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 179 条 第 1 項 の 規 定 に

よ り 、 下 記 事 項 に つ い て 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第

3 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 し 承 認 を 求 め る 。  

 

記  

 

専 決 処 分 第 6 号 　 さ く ら 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例  

 

 

　 　 令 和 8 年 6 月 4 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資 　 　 　
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専 決 処 分 第 6号  

 

専 決 処 分 書  

 

 

さ く ら 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に

公 布 す る 。  

 

 

令 和 8年 3月 31日  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 15号  

 

さ く ら 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 （ 平 成 17年 さ く ら 市 条 例 第 65号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 2条 第 1項 第 1号 中 「 及 び 」 を 「 、 」 に 改 め 、 「 介 護 納 付 金 」

と い う 。 ） 」 の 次 に 「 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24年 法

律 第 65号 ） の 規 定 に よ る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 （ 以 下 こ の

条 に お い て 「 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、

同 項 に 次 の 1号 を 加 え る 。  

( 4)　 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 （ 国 民 健 康 保 険 税 の う

ち 、 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 の 納 付 に 要 す る 費 用 （ 県 の 国

民 健 康 保 険 に 関 す る 特 別 会 計 に お い て 負 担 す る 子 ど も ・ 子 育

て 支 援 納 付 金 の 納 付 に 要 す る 費 用 に 充 て る 部 分 に 限 る 。 ） に

充 て る た め の 国 民 健 康 保 険 税 の 課 税 額 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

第 2条 第 2項 た だ し 書 中 「 66万 円 」 を 「 67万 円 」 に 改 め 、 同 条 に

次 の 1項 を 加 え る 。  

5　 第 1項 第 4号 の 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 は 、 世 帯 主

-17-



（ 前 条 第 2項 の 世 帯 主 を 除 く 。 ） 及 び そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健

康 保 険 の 被 保 険 者 に つ き 算 定 し た 所 得 割 額 並 び に 被 保 険 者 均 等

割 額 及 び 世 帯 別 平 等 割 額 の 合 算 額 に 、 当 該 世 帯 に 属 す る 18歳 以

上 被 保 険 者 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 226号 。 以 下 「 法 」 と

い う 。 ） 第 703条 の 4第 30項 に 規 定 す る 18歳 以 上 被 保 険 者 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） に つ き 算 定 し た 18歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 額 を 加 算

し た 額 と す る 。 た だ し 、 加 算 後 の 額 が 3万 円 を 超 え る 場 合 に お

い て は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 は 、 3万 円 と す る 。  

第 3条 第 1項 中 「 地 方 税 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 226号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 」 を 「 法 」 に 改 め る 。  

第 5条 第 1号 中 「 第 7条 の 2」 の 次 に 「 、 第 9条 の 7」 を 加 え る 。  

第 9条 の 2の 次 に 次 の 4条 を 加 え る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課

税 額 の 所 得 割 額 ）  

第 9条 の 3　 第 2条 第 5項 の 所 得 割 額 は 、 基 礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額

等 に 100分 の 0.3を 乗 じ て 算 定 す る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課

税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額 ）  

第 9条 の 4　 第 2条 第 5項 の 被 保 険 者 均 等 割 額 は 、 被 保 険 者 1人 に つ

い て 1,300円 と す る 。  

（ 18歳 以 上 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 の

18歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 額 ）  

第 9条 の 5　 第 2条 第 5項 の 18歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 額 は 、 18歳 以

上 被 保 険 者 1人 に つ い て 100円 と す る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課

税 額 の 世 帯 別 平 等 割 額 ）  

第 9条 の 6　 第 2条 第 5項 の 世 帯 別 平 等 割 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

世 帯 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

( 1)　 特 定 世 帯 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 の 世 帯 　 900円  

( 2)　 特 定 世 帯 　 450円  

( 3)　 特 定 継 続 世 帯 　 675円  

第 12条 第 2項 中 「 次 条 」 を 「 第 13条 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 1

条 を 加 え る 。  

（ 普 通 徴 収 に 係 る 国 民 健 康 保 険 税 の 前 納 に 係 る 納 期 ）  
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第 12条 の 2　 前 条 第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 318条 の 規 定 に

よ り 個 人 の 市 民 税 の 賦 課 期 日 と さ れ て い る 当 該 年 度 の 初 日 の 属

す る 年 の 1月 1日 に 日 本 国 内 に 住 所 を 有 し て い な か っ た 者 が 世 帯

主 と な っ て い る 世 帯 （ 以 下 「 世 帯 主 が 1月 1日 に 日 本 国 内 に 住 所

を 有 し て い な か っ た 世 帯 」 と い う 。 ） に お い て は 、 普 通 徴 収 に

よ っ て 徴 収 す る 国 民 健 康 保 険 税 の 納 期 は 、 同 項 に 掲 げ る 第 1期

と す る 。 た だ し 、 市 長 は 、 当 該 世 帯 に お い て 、 特 別 の 事 情 が あ

る と 認 め る 場 合 に は 、 当 該 世 帯 に お け る 普 通 徴 収 に よ っ て 徴 収

す る 国 民 健 康 保 険 税 の 納 期 は 、 同 項 に 掲 げ る 納 期 と す る 。  

2　 前 条 第 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 世 帯 主 が 1月 1日 に 日 本 国 内

に 住 所 を 有 し て い な か っ た 世 帯 に お い て 、 次 条 の 規 定 に よ っ て

課 す る 国 民 健 康 保 険 税 の 納 期 は 、 前 条 第 1項 に 掲 げ る 期 間 の う

ち 、 次 条 の 規 定 に よ る 算 定 を 行 っ た 日 の 翌 日 以 降 を 始 期 と す る

期 間 で 最 も 早 く 到 来 す る も の 又 は 当 該 期 間 よ り も 早 い 期 間 で 納

税 通 知 書 に 定 め る も の と す る 。 た だ し 、 市 長 は 、 当 該 世 帯 に お

い て 、 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 当 該 世 帯 に 課 す る

国 民 健 康 保 険 税 の 納 期 は 、 前 条 第 2項 の 規 定 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。  

第 21条 第 1項 中 「 66万 円 」 を 「 67万 円 」 に 改 め 、 同 項 各 号 列 記

以 外 の 部 分 中 「 並 び に 」 を 「 、 」 に 改 め 、 同 項 中 「 場 合 に は 、

17万 円 ） 」 の 次 に 「 並 び に 同 条 第 5項 本 文 の 子 ど も ・ 子 育 て 支 援

納 付 金 課 税 額 か ら キ か ら ケ ま で に 掲 げ る 額 を 減 額 し て 得 た 額

（ 当 該 減 額 し て 得 た 額 が 3万 円 を 超 え る 場 合 に は 、 3万 円 ） 」 を

加 え 、 同 項 第 1号 に 次 の よ う に 加 え る 。  

キ 　 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付

金 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額 　 被 保 険 者 （ 第 1条 第 2項 に 規

定 す る 世 帯 主 を 除 く 。 ） 1人 に つ い て 　 910円  

ク 　 18歳 以 上 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税

額 の 18歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 額 　 18歳 以 上 被 保 険 者 （ 第 1条

第 2項 に 規 定 す る 世 帯 主 を 除 く 。 ） 1人 に つ い て 　 70円  

ケ 　 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付

金 課 税 額 の 世 帯 別 平 等 割 額 　 次 に 掲 げ る 世 帯 の 区 分 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ に 定 め る 額  

（ ア ） 　 特 定 世 帯 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 の 世 帯 　 630円  
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（ イ ） 　 特 定 世 帯 　 315円  

（ ウ ） 　 特 定 継 続 世 帯 　 473円  

第 21条 第 1項 第 2号 中 「 30万 5,0 00円 」 を 「 31万 円 」 に 改 め 、 同

号 に 次 の よ う に 加 え る 。  

キ 　 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付

金 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額 　 被 保 険 者 （ 第 1条 第 2項 に 規

定 す る 世 帯 主 を 除 く 。 ） 1人 に つ い て 　 650円  

ク 　 18歳 以 上 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税

額 の 18歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 額 　 18歳 以 上 被 保 険 者 （ 第 1条

第 2項 に 規 定 す る 世 帯 主 を 除 く 。 ） 1人 に つ い て 　 50円  

ケ 　 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付

金 課 税 額 の 世 帯 別 平 等 割 額 　 次 に 掲 げ る 世 帯 の 区 分 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ に 定 め る 額  

（ ア ） 　 特 定 世 帯 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 の 世 帯 　 450円  

（ イ ） 　 特 定 世 帯 　 225円  

（ ウ ） 　 特 定 継 続 世 帯 　 338円  

第 21条 第 1項 第 3号 中 「 56万 円 」 を 「 57万 円 」 に 改 め 、 同 号 に 次

の よ う に 加 え る 。  

キ 　 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付

金 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額 　 被 保 険 者 （ 第 1条 第 2項 に 規

定 す る 世 帯 主 を 除 く 。 ） 1人 に つ い て 　 260円  

ク 　 18歳 以 上 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税

額 の 18歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 額 　 18歳 以 上 被 保 険 者 （ 第 1条

第 2項 に 規 定 す る 世 帯 主 を 除 く 。 ） 1人 に つ い て 　 20円  

ケ 　 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付

金 課 税 額 の 世 帯 別 平 等 割 額 　 次 に 掲 げ る 世 帯 の 区 分 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ に 定 め る 額  

（ ア ） 　 特 定 世 帯 及 び 特 定 継 続 世 帯 以 外 の 世 帯 　 180円  

（ イ ） 　 特 定 世 帯 　 90円  

（ ウ ） 　 特 定 継 続 世 帯 　 135円  

第 21条 第 2項 に 次 の 1号 を 加 え る 。  

( 3)　 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付

金 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額 　 次 に 掲 げ る 世 帯 の 区 分 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ 未 就 学 児 1人 に つ い て 次 に 定 め る 額  
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ア 　 前 項 第 1号 キ に 規 定 す る 金 額 を 減 額 し た 世 帯 　 195円  

イ 　 前 項 第 2号 キ に 規 定 す る 金 額 を 減 額 し た 世 帯 　 325円  

ウ 　 前 項 第 3号 キ に 規 定 す る 金 額 を 減 額 し た 世 帯 　 520円  

エ 　 ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 世 帯 以 外 の 世 帯 　 650円  

第 21条 第 3項 中 「 及 び 」 を 「 並 び に 」 に 改 め 、 同 項 各 号 列 記 以

外 の 部 分 中 「 均 等 割 額 」 の 次 に 「 及 び 18歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割

額 」 を 加 え 、 同 項 第 1号 中 「 第 24条 の 30の 5」 を 「 第 24条 の 30の 6」

に 改 め 、 同 項 に 次 の 3号 を 加 え る 。  

( 7)　 国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援

納 付 金 課 税 額 の 所 得 割 額 　 当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き 第 9条 の 3

の 規 定 に よ り 算 定 し た 所 得 割 額 の 12分 の 1の 額 に 、 当 該 出 産 被

保 険 者 の 産 前 産 後 期 間 の う ち 当 該 年 度 に 属 す る 月 数 を 乗 じ て

得 た 額  

( 8)　 国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援

納 付 金 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額 　 当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き

第 9条 の 4の 規 定 に よ り 算 定 し た 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 第 1項 に 規

定 す る 金 額 を 減 額 す る も の と し た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 減 額

後 の 被 保 険 者 均 等 割 額 ） の 12分 の 1の 額 に 、 当 該 出 産 被 保 険 者

の 産 前 産 後 期 間 の う ち 当 該 年 度 に 属 す る 月 数 を 乗 じ て 得 た 額  

( 9)　 国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援

納 付 金 課 税 額 の 18歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 額 　 当 該 出 産 被 保 険

者 に つ き 第 9条 の 5の 規 定 に よ り 算 定 し た 18歳 以 上 被 保 険 者 均

等 割 額 （ 第 1項 に 規 定 す る 金 額 を 減 額 す る も の と し た 場 合 に あ

っ て は 、 そ の 減 額 後 の 18歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 額 ） の 12分 の 1

の 額 に 、 当 該 出 産 被 保 険 者 の 産 前 産 後 期 間 の う ち 当 該 年 度 に

属 す る 月 数 を 乗 じ て 得 た 額  

第 21条 に 次 の 1項 を 加 え る 。  

4　 国 民 健 康 保 険 税 の 納 税 義 務 者 の 属 す る 世 帯 内 に 18歳 に 達 す る

日 以 後 の 最 初 の 3月 31日 以 前 で あ る 被 保 険 者 （ 以 下 「 18歳 未 満

被 保 険 者 」 と い う 。 ） が あ る 場 合 に お け る 当 該 納 税 義 務 者 に 対

し て 課 す る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割

額 （ 当 該 納 税 義 務 者 の 世 帯 に 属 す る 18歳 未 満 被 保 険 者 に つ き 算

定 し た 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 前 3項 に 規 定 す る 金 額 を 減 額 す る も

の と し た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 減 額 後 の 被 保 険 者 均 等 割 額 ） に
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限 る 。 ） は 、 当 該 被 保 険 者 均 等 割 額 か ら 、 当 該 被 保 険 者 均 等 割

額 に 相 当 す る 額 を 減 額 し て 得 た 額 と す る 。  

附 則 第 12項 、 第 13項 、 第 15項 、 第 16項 、 第 17項 、 第 18項 、 第 19

項 及 び 第 20項 中 「 第 8条 」 の 次 に 「 、 第 9条 の 3」 を 加 え る 。  

　 　 　 附 　 則  

　 （ 施 行 期 日 ）  

1　 こ の 条 例 は 、 令 和 8年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

（ 適 用 区 分 ）  

2　 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の さ く ら 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 規 定

は 、 令 和 8年 度 以 後 の 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て 適 用

し 、 令 和 7年 度 分 ま で の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  
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議 案 第 6号  

 

 

地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の

整 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整

理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

令 和 8年 6月 4日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の

整 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

　 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整

理 に 関 す る 条 例 （ 令 和 6年 さ く ら 市 条 例 第 29号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

　 第 3条 の う ち 、 さ く ら 市 長 等 の 損 害 賠 償 責 任 の 一 部 免 責 に 関 す

る 条 例 （ 以 下 「 免 責 条 例 」 と い う 。 ） 第 1条 の 改 正 規 定 を 次 の よ

う に 改 め る 。  

　 　 第 1条 中 「 第 243条 の 2第 1項 」 を 「 第 243条 の 2の 8第 1項 」 に 、

「 第 243条 の 2の 8第 3項 」 を 「 第 243条 の 2の 9第 3項 」 に 改 め る 。 

　 第 3条 の う ち 、 免 責 条 例 第 1条 の 改 正 規 定 の 次 に 次 の よ う に 加

え る 。  

　 　 第 2条 中 「 第 173の 4条 第 1項 第 1号 」 を 「 第 173条 の 5第 1項 第 1

号 」 に 改 め る 。  

-60-



　 　 附 則 中 「 定 め る 日 」 を 「 掲 げ る 日 （ 令 和 8年 9月 24日 ） 」 に

改 め る 。  

附 　 則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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議 案 第 7号  

 

 

さ く ら 市 行 政 手 続 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

さ く ら 市 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定

め る 。  

 

 

令 和 8年 6月 4日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

　 さ く ら 市 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 17年 さ く ら 市 条 例 第 11号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

　 第 15条 第 1項 中 「 名 あ て 人 」 を 「 名 宛 人 」 に 改 め 、 同 条 第 3項

中 「 名 あ て 人 」 を 「 名 宛 人 」 に 、 「 そ の 者 の 氏 名 、 同 項 第 3号 及

び 第 4号 に 掲 げ る 事 項 並 び に 当 該 行 政 庁 が 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 書 面 を い つ で も そ の 者 に 交 付 す る 旨 を 当 該 行 政 庁 の

事 務 所 の 掲 示 場 に 掲 示 す る こ と 」 を 「 公 示 の 方 法 」 に 改 め 、 同

項 後 段 を 削 り 、 同 条 に 次 の 1項 を 加 え る 。  

4　 前 項 の 公 示 の 方 法 に よ る 通 知 は 、 不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る

べ き 者 の 氏 名 、 第 1項 第 3号 及 び 第 4号 に 掲 げ る 事 項 並 び に 当 該

行 政 庁 が 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を い つ で も そ

の 者 に 交 付 す る 旨 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 公 示 事 項 」 と い

う 。 ） を 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 不 特 定 多 数 の 者 が 閲 覧 す る

こ と が で き る 状 態 に 置 く と と も に 、 公 示 事 項 が 記 載 さ れ た 書
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面 を 当 該 行 政 庁 の 事 務 所 の 掲 示 場 に 掲 示 し 、 又 は 公 示 事 項 を

当 該 事 務 所 に 設 置 し た 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 し た も の の

閲 覧 を す る こ と が で き る 状 態 に 置 く 措 置 を と る こ と に よ っ て

行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 措 置 を 開 始 し た

日 か ら 2週 間 を 経 過 し た と き に 、 当 該 通 知 が そ の 者 に 到 達 し た

も の と み な す 。  

第 16条 第 1項 中 「 同 条 第 3項 後 段 」 を 「 同 条 第 4項 後 段 」 に 改 め

る 。  

第 22条 第 3項 中 「 第 15条 第 3項 」 及 び 「 同 条 第 3項 」 の 次 に 「 及

び 第 4項 」 を 加 え 、 「 名 あ て 人 」 を 「 名 宛 人 」 に 改 め 、 「 と 、 」

の 次 に 「 同 項 中 」 を 加 え 、 「 掲 示 を 始 め た 日 か ら 2週 間 を 経 過 し

た 」 を 削 り 、 「 、 掲 示 を 始 め た 」 を 「 、 当 該 措 置 を 開 始 し た 」

に 改 め る 。  

第 29条 中 「 第 15条 第 3項 及 び 」 の 次 に 「 第 4項 並 び に 」 を 加 え 、

「 「 同 項 第 3号 」 を 「 同 条 第 4項 中 「 第 1項 第 3号 」 に 、 「 同 条 第 3

号 」 を 「 第 28条 第 3号 」 に 、 「 同 条 第 3項 後 段 」 を 「 同 条 第 4項 後

段 」 に 、 「 第 15条 第 3項 後 段 」 を 「 第 15条 第 4項 後 段 」 に 改 め る 。 

附 　 則  

（ 施 行 期 日 ）  

1  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

2　 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の さ く ら 市 行 政 手 続 条 例 （ 以 下 こ の 項

に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 15条 第 3項 及 び 第 4項 （ こ れ

ら の 規 定 を 新 条 例 第 22条 第 3項 （ 新 条 例 第 25条 後 段 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 29条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に す る

通 知 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に し た 通 知 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。
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議 案 第 8号  

 

 

さ く ら 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。 

 

 

令 和 8年 6月 4日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 印 鑑 条 例 （ 平 成 17年 さ く ら 市 条 例 第 12号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 13条 の 2中 「 前 条 」 の 次 に 「 第 1項 」 を 加 え 、 「 利 用 し て 」

を 「 用 い て 」 に 、 「 本 市 の 電 子 計 算 機 器 と 電 気 通 信 回 線 に よ

り 」 を 「 市 の 機 関 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線

で 」 に 、 「 端 末 機 で 」 を 「 通 信 端 末 機 器 で あ っ て 」 に 改 め 、

「 証 明 書 等 を 」 の 次 に 「 自 動 的 に 」 を 加 え 、 「 そ の 他 必 要 事 項

等 」 を 「 そ の 他 の 必 要 事 項 」 に 、 「 の 申 請 を し 、 そ の 交 付 を 受

け る 」 を 「 を 申 請 す る 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。 

　 　 た だ し 、 前 条 第 4項 の 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

　 第 13条 の 2第 1号 及 び 第 2号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

( 1)　 個 人 番 号 カ ー ド （ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す

る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 25年 法 律 第 27号 ）

第 2条 第 7項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド を い う 。 ） 、 特 定 在 留

カ ー ド （ 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 （ 昭 和 26年 政 令 第 319

号 ） 第 19条 の 15の 2第 1項 に 規 定 す る 特 定 在 留 カ ー ド を い
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う 。 ） 又 は 特 定 特 別 永 住 者 証 明 書 （ 日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基

づ き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の 出 入 国 管 理 に 関 す る 特 例 法

（ 平 成 3年 法 律 第 71号 ） 第 16条 の 2第 1項 に 規 定 す る 特 定 特 別

永 住 者 証 明 書 を い う 。 ） （ こ れ ら の う ち 、 電 子 署 名 等 に 係 る

地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平

成 14年 法 律 第 153号 。 次 号 に お い て 「 公 的 個 人 認 証 法 」 と い

う 。 ） 第 22条 第 1項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド 用 利 用 者 証 明

用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ た も の に 限 る 。 ）  

　 (2)　 移 動 端 末 設 備 （ 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 59年 法 律 第 86号 ）

第 12条 の 2第 4項 第 3号 ロ に 規 定 す る 移 動 端 末 設 備 で あ っ て 、

公 的 個 人 認 証 法 第 35条 の 2第 1項 に 規 定 す る 移 動 端 末 設 備 用

利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ た も の に 限 る 。 ）  

　 第 13条 の 2に 次 の 1項 を 加 え る 。  

2　 前 条 第 2項 及 び 第 3項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 印 鑑 登 録 証

明 書 の 交 付 の 申 請 に つ い て 準 用 す る 。  

附 　 則  

こ の 条 例 は 、 令 和 8年 6月 14日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 13条

の 2第 2号 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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議 案 第 9号  

 

 

さ く ら 市 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条  

例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

さ く ら 市 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

令 和 8年 6月 4日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条  

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 17

年 さ く ら 市 条 例 第 34号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 4条 及 び 第 7条 中 「 給 料 、 扶 養 手 当 、 住 居 手 当 、 期 末 手 当 及 び

寒 冷 地 手 当 」 を 「 給 料 、 管 理 職 手 当 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 当 、 住

居 手 当 、 初 任 給 調 整 手 当 、 第 2種 初 任 給 調 整 手 当 、 通 勤 手 当 、 単

身 赴 任 手 当 、 特 殊 勤 務 手 当 、 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 、

夜 間 勤 務 手 当 、 宿 日 直 手 当 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 、 期 末 手 当

及 び 勤 勉 手 当 」 に 改 め る 。  

第 10条 中 「 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 」 を 「 第 2条 第 2項 各 号 に 掲 げ

る 職 員 と す る 」 に 改 め 、 同 条 各 号 を 削 る 。  

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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議 案 第 10号  

 

 

さ く ら 市 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

さ く ら 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

令 和 8年 6月 4日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 税 条 例 （ 平 成 17年 さ く ら 市 条 例 第 62号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

第 34条 の 7第 2項 中 「 附 則 第 5条 の 6第 2項 」 を 「 附 則 第 5条 の 6第 3

項 又 は 第 4項 」 に 改 め る 。  

第 36条 の 2第 1項 た だ し 書 中 「 及 び 第 36条 の 3の 3第 1項 」 を 「 並

び に 第 36条 の 3の 3第 1項 及 び 第 2項 第 4号 」 に 改 め る 。  

第 36条 の 3の 2第 1項 第 2号 中 「 除 き 、 」 を 「 除 く 。 次 条 第 1項 第 2

号 に お い て 同 じ 。 ） （ 」 に 改 め 、 「 。 次 条 に お い て 同 じ 」 を 削

り 、 同 条 第 5項 中 「 次 条 第 4項 」 を 「 次 条 第 5項 」 に 改 め る 。  

第 36条 の 3の 3第 1項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

次 に 掲 げ る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 受 給 者 」 と

い う 。 ） は 、 公 的 年 金 等 支 払 者 （ 所 得 税 法 第 203条 の 6第 1項 に

規 定 す る 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項 に 規 定 す る 公 的 年

金 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と い う 。 ） の 支 払 者

を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） か ら 毎 年 最 初 に 公 的 年 金
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等 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で に 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 次 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、 当 該 公 的 年

金 等 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1)　 所 得 税 法 第 203条 の 6第 1項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申

告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者  

( 2)　 法 の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 203条 の 7の

規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 ） の 支 払 を 受 け る 第 23条 第 1

項 第 1号 に 掲 げ る 者 で あ っ て 、 特 定 配 偶 者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務

者 （ 合 計 所 得 金 額 が 900万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） の 自 己

と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 （ 合 計 所 得 金 額 が 95万 円 以 下 で あ る

も の に 限 る 。 ） を い う 。 次 号 及 び 次 項 第 3号 に お い て 同 じ 。 ）

（ 退 職 手 当 等 （ 第 53条 の 2に 規 定 す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。 以 下

こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 又

は 扶 養 親 族 （ 年 齢 16歳 未 満 の 者 又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 で あ っ

て 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 若 し く は 特 定

親 族 （ 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ っ て 、 合 計 所 得

金 額 が 85万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） を 有 す る 者  

( 3)　 法 の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 203条 の 7の

規 定 の 適 用 を 受 け る も の に 限 る 。 ） の 支 払 を 受 け る 第 23条 第 1

項 第 1号 に 掲 げ る 者 （ 当 該 年 中 に 支 払 を 受 け る べ き 当 該 公 的 年

金 等 の 額 が そ の 年 最 初 に 当 該 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る べ き

日 の 前 日 の 現 況 に お い て 令 第 48条 の 9の 7の 3に 定 め る 金 額 に 満

た な い 者 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 障 害 者 、 寡 婦 若 し く は ひ と り

親 に 該 当 す る 者 又 は 特 定 配 偶 者 若 し く は 扶 養 親 族 （ 年 齢 16歳

未 満 の 者 又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 に 限 る 。 ） 若 し く は 特 定 親 族

（ 合 計 所 得 金 額 が 85万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） を 有 す る

者  

第 36条 の 3の 3第 5項 中 「 第 3項 」 を 「 第 4項 」 に 改 め 、 同 項 を 同

条 第 6項 と し 、 同 条 第 4項 中 「 第 48条 の 9の 7の 3」 を 「 第 48条 の 9

の 8」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 5項 と し 、 同 条 第 3項 を 同 条 第 4項 と

し 、 同 条 第 2項 中 「 前 項 」 を 「 第 1項 」 に 、 「 法 第 317条 の 3の 3第

1項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に 」 を 「 同 条 第 1項 の 規 定 に よ る 申 告 書

に 」 に 、 「 法 第 317条 の 3の 3第 1項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 す

る 」 を 「 同 条 第 1項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 す る 」 に 改 め 、 同
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項 を 同 条 第 3項 と し 、 同 条 第 1項 の 次 に 次 の 1項 を 加 え る 。  

2　 前 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 の 記 載 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す

る 。  

( 1)　 公 的 年 金 等 支 払 者 の 名 称  

( 2)　 公 的 年 金 等 受 給 者 が 、 法 第 314条 の 2第 1項 第 6号 に 規 定 す

る 特 別 障 害 者 又 は そ の 他 の 障 害 者 に 該 当 す る 場 合 に は そ の 旨

及 び そ の 該 当 す る 事 実 並 び に 寡 婦 又 は ひ と り 親 に 該 当 す る 場

合 に は そ の 旨  

( 3)　 特 定 配 偶 者 の 氏 名  

( 4)　 扶 養 親 族 又 は 特 定 親 族 の 氏 名  

( 5)　 そ の 他 施 行 規 則 で 定 め る 事 項  

第 63条 中 「 額 が 土 地 」 の 次 に 「 又 は 家 屋 」 を 加 え 、 「 、 家 屋 に

あ っ て は 20万 円 」 を 削 り 、 「 150万 円 」 を 「 180万 円 」 に 改 め る 。 

附 則 第 6条 中 「 か ら 令 和 9年 度 ま で 」 を 「 以 後 」 に 改 め る 。  

附 則 第 7条 の 3第 1項 中 「 令 和 20年 度 」 を 「 令 和 25年 度 」 に 、

「 令 和 7年 」 を 「 令 和 12年 」 に 改 め る 。  

附 則 第 7条 の 4中 「 又 は 附 則 第 20条 第 1項 」 を 「 、 附 則 第 19条 の 3

第 1項 又 は 附 則 第 20条 第 1項 」 に 、 「 附 則 第 5条 の 6第 2項 」 を 「 附

則 第 5条 の 6第 3項 又 は 第 4項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 9条 の 2中 「 第 7条 の 2第 4項 」 の 次 に 「 （ 法 附 則 第 7条 の 3

第 3項 又 は 第 4項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含

む 。 ） 」 を 加 え る 。  

附 則 第 10条 の 2第 10項 か ら 第 13項 ま で の 規 定 中 「 3分 の 2」 を 「 2

分 の 1」 に 改 め 、 同 条 第 14項 中 「 7分 の 6」 を 「 5分 の 3」 に 改 め 、

同 条 第 15項 及 び 第 16項 中 「 4分 の 3」 を 「 3分 の 2」 に 改 め 、 同 条

第 25項 の 次 に 次 の 1項 を 加 え る 。  

2 6　 法 附 則 第 15条 の 11第 1項 に 規 定 す る 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 割

合 は 、 3分 の 1と す る 。  

附 則 第 17条 の 2第 2項 中 「 附 則 第 34条 の 2第 5項 」 を 「 附 則 第 34条

の 2第 6項 」 に 、 「 附 則 第 34条 の 2第 10項 」 を 「 附 則 第 34条 の 2第

12項 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 1項 を 加 え る 。  

4　 第 1項 （ 第 2項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 場 合 に お い

て 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 、 租 税 特 別 措 置 法 第 31条 の 2第 2項 第

13号 か ら 第 15号 ま で に 掲 げ る 土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す る も の を し
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た と き に お け る そ の 譲 渡 を し た 土 地 等 が そ の 譲 渡 を し た 時 に お

い て 地 す べ り 等 防 止 法 （ 昭 和 33年 法 律 第 30号 ） 第 3条 第 1項 の 地

す べ り 防 止 区 域 、 急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 44年 法 律 第 57号 ） 第 3条 第 1項 の 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 、

土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る

法 律 （ 平 成 12年 法 律 第 57号 ） 第 9条 第 1項 の 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区

域 又 は 特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 （ 平 成 15年 法 律 第 77号 ） 第

56条 第 1項 の 浸 水 被 害 防 止 区 域 内 に あ る と き は 、 当 該 土 地 等 の

譲 渡 は 、 第 1項 又 は 第 2項 に 規 定 す る 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡

又 は 確 定 優 良 住 宅 地 等 予 定 地 の た め の 譲 渡 に 該 当 し な い も の と

み な す 。  

附 則 第 19条 の 2の 次 に 次 の 1条 を 加 え る 。  

（ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 に 係 る 個 人 の 市 民 税 の 課 税 の

特 例 ）  

第 19条 の 3　 当 分 の 間 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 租 税 特 別

措 置 法 第 38条 の 2第 1項 に 規 定 す る 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 又 は 雑 所

得 を 有 す る 場 合 に は 、 当 該 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 及 び 雑 所 得 に つ

い て は 、 第 33条 第 1項 及 び 第 2項 並 び に 第 34条 の 3の 規 定 に か か

わ ら ず 、 他 の 所 得 と 区 分 し 、 前 年 中 の 当 該 事 業 所 得 の 金 額 、 譲

渡 所 得 の 金 額 及 び 雑 所 得 の 金 額 と し て 令 附 則 第 18条 の 6の 4で 定

め る と こ ろ に よ り 計 算 し た 金 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 暗

号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と い う 。 ） に 対 し 、 特 定 暗 号

資 産 に 係 る 課 税 譲 渡 所 得 等 の 金 額 （ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所

得 等 の 金 額 （ 次 項 第 1号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 第

34条 の 2の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用 後 の 金 額 ） を

い う 。 ） の 100分 の 3に 相 当 す る 金 額 に 相 当 す る 市 民 税 の 所 得 割

を 課 す る 。  

2　 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

( 1)　 第 34条 の 2の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 総 所 得 金 額 」

と あ る の は 、 「 総 所 得 金 額 、 附 則 第 19条 の 3第 1項 に 規 定 す る

特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と す る 。  

( 2)　 第 34条 の 6か ら 第 34条 の 8ま で 、 第 34条 の 9第 1項 、 附 則 第 7

条 第 1項 及 び 附 則 第 7条 の 3第 1項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第

34条 の 6中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所 得 割 の 額 及 び 附 則 第
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1 9条 の 3第 1項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得 割 の 額 」 と 、 第 34条

の 7第 1項 前 段 、 第 34条 の 8、 第 34条 の 9第 1項 、 附 則 第 7条 第 1項

及 び 附 則 第 7条 の 3第 1項 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所 得 割

の 額 並 び に 附 則 第 19条 の 3第 1項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得 割

の 額 」 と 、 第 34条 の 7第 1項 後 段 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は

「 所 得 割 の 額 及 び 附 則 第 19条 の 3第 1項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の

所 得 割 の 額 の 合 計 額 」 と す る 。  

( 3)　 第 35条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 又 は 山 林 所 得

金 額 」 と あ る の は 「 若 し く は 山 林 所 得 金 額 又 は 附 則 第 19条 の 3

第 1項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と 、

「 若 し く は 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の は 「 、 山 林 所 得 金 額 若 し

く は 附 則 第 19条 の 3第 1項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡

所 得 等 の 金 額 」 と す る 。  

( 4)　 附 則 第 5条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 1項 中 「 山 林

所 得 金 額 」 と あ る の は 「 山 林 所 得 金 額 並 び に 附 則 第 19条 の 3第

1項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と 、 同

条 第 2項 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所 得 割 の 額 並 び に 附 則

第 19条 の 3第 1項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得 割 の 額 」 と す る 。  

　 　 　 附 　 則  

（ 施 行 期 日 ）  

第 1条 　 こ の 条 例 は 、 令 和 9年 1月 1日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

(1)　 附 則 第 10条 の 2の 規 定 　 公 布 の 日  

(2)　 第 63条 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 3条 の 規 定 　 令 和 9年 4月 1日  

(3)　 第 34条 の 7第 2項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 7条 の 4の 改 正 規

定 （ 「 附 則 第 5条 の 6第 2項 」 を 「 附 則 第 5条 の 6第 3項 又 は 第 4

項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 附 則 第 9条 の 2及 び 第 17条

の 2の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 4項 の 規 定 　 令 和 10年 1月 1日  

(4)　 附 則 第 7条 の 4の 改 正 規 定 （ 前 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除

く 。 ） 及 び 附 則 第 19条 の 2の 次 に 1条 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に

次 条 第 3項 及 び 第 5項 の 規 定 　 金 融 商 品 取 引 法 及 び 資 金 決 済 に

関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 8年 法 律 第 　 　 　 号 ）

の 施 行 の 日 の 属 す る 年 の 翌 々 年 の 1月 1日  

（ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  
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第 2条 　 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の さ く ら 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」

と い う 。 ） 第 36条 の 3の 3第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の

施 行 の 日 以 後 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に つ い て 提 出 す る

同 条 第 1項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 払

を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に つ い て 提 出 し た こ の 条 例 に よ る 改 正

前 の さ く ら 市 税 条 例 第 36条 の 3の 3第 1項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

2　 新 条 例 附 則 第 7条 の 3第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 は 、 市 民 税 の 所 得

割 の 納 税 義 務 者 が 令 和 8年 1月 1日 以 後 に 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 （ 令 和 8年 法 律 第 12号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 所 得

税 法 等 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 7条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 租 税 特

別 措 置 法 （ 昭 和 32年 法 律 第 26号 ） 第 41条 第 1項 に 規 定 す る 居 住

用 家 屋 （ 同 条 第 16項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項 に 規 定 す る 居 住 用

家 屋 と み な さ れ る 同 条 第 16項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含

む 。 ） 若 し く は 既 存 住 宅 （ 同 条 第 17項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項

に 規 定 す る 既 存 住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 17項 に 規 定 す る 特 例 既

存 住 宅 及 び 同 条 第 35項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項 に 規 定 す る 既 存

住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 35項 に 規 定 す る 要 耐 震 改 修 住 宅 を 含

む 。 ） 若 し く は 増 改 築 等 を し た 家 屋 （ 同 条 第 17項 の 規 定 に よ り

同 条 第 1項 に 規 定 す る 増 改 築 等 を し た 家 屋 と み な さ れ る 同 条 第

17項 に 規 定 す る 特 例 増 改 築 等 を し た 家 屋 を 含 み 、 当 該 増 改 築 等

又 は 当 該 特 例 増 改 築 等 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 又 は 同 条 第 6項 に

規 定 す る 認 定 住 宅 等 （ 同 条 第 18項 の 規 定 に よ り 同 条 第 6項 に 規

定 す る 認 定 住 宅 等 と み な さ れ る 同 条 第 18項 に 規 定 す る 特 例 認 定

住 宅 等 を 含 む 。 ） を 同 条 第 1項 の 定 め る と こ ろ に よ り そ の 者 の

居 住 の 用 に 供 す る 場 合 に つ い て 適 用 し 、 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税

義 務 者 が 同 日 前 に 所 得 税 法 等 改 正 法 第 7条 の 規 定 に よ る 改 正 前

の 租 税 特 別 措 置 法 第 41条 第 1項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 （ 同 条 第

20項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 と み な さ れ

る 同 条 第 20項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含 む 。 ） 若 し く は 既

存 住 宅 （ 同 条 第 35項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項 に 規 定 す る 既 存 住

宅 と み な さ れ る 同 条 第 35項 に 規 定 す る 要 耐 震 改 修 住 宅 を 含 む 。 ）

若 し く は 増 改 築 等 を し た 家 屋 （ 当 該 増 改 築 等 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 又 は 同 条 第 10項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 （ 同 条 第 21項 の 規
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定 に よ り 同 条 第 10項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 と み な さ れ る 同 条 第

21項 に 規 定 す る 特 例 認 定 住 宅 等 を 含 む 。 ） を 同 条 第 1項 の 定 め

る と こ ろ に よ り そ の 者 の 居 住 の 用 に 供 し た 場 合 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

3　 前 条 第 3号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の さ く ら 市 税 条 例 附 則

第 7条 の 4の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項

及 び 第 5項 に お い て 「 3号 施 行 日 」 と い う 。 ） の 属 す る 年 度 の 翌

年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 3号 施 行 日

の 属 す る 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。  

4　 新 条 例 附 則 第 17条 の 2第 4項 の 規 定 は 、 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税

義 務 者 が 前 条 第 2号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 行 う 新 条 例

附 則 第 17条 の 2第 1項 の 土 地 等 の 譲 渡 に つ い て 適 用 す る 。  

5　 新 条 例 附 則 第 19条 の 3の 規 定 は 、 3号 施 行 日 の 属 す る 年 度 の 翌

年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 す る 。  

（ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 3条 　 新 条 例 第 63条 の 規 定 は 、 令 和 9年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定

資 産 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 8年 度 分 ま で の 固 定 資 産 税 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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議 案 第 11号  

 

 

さ く ら 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

さ く ら 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定

め る 。  

 

 

令 和 8年 6月 4日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 都 市 計 画 税 条 例 （ 平 成 17年 さ く ら 市 条 例 第 64号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 中 第 19項 を 第 20項 と し 、 第 18項 を 第 19項 と す る 。  

附 則 第 17項 中 「 附 則 第 10項 及 び 第 12項 」 を 「 附 則 第 11項 及 び

第 13項 」 に 、 「 附 則 第 10項 及 び 第 13項 」 を 「 附 則 第 11項 及 び 第

14項 」 に 、 「 附 則 第 11項 、 第 13項 及 び 第 14項 」 を 「 附 則 第 12項 、

第 14項 及 び 第 15項 」 に 、 「 附 則 第 13項 か ら 第 15項 ま で 」 を 「 附

則 第 14項 か ら 第 16項 ま で 」 に 、 「 附 則 第 15項 」 を 「 附 則 第 16項 」

に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 18項 と し 、 附 則 第 16項 を 附 則 第 17項 と す

る 。  

附 則 第 15項 中 「 附 則 第 11項 」 を 「 附 則 第 12項 」 に 改 め 、 同 項

を 附 則 第 16項 と す る 。  

附 則 第 14項 中 「 附 則 第 11項 」 を 「 附 則 第 12項 」 に 改 め 、 同 項

を 附 則 第 15項 と す る 。  
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附 則 第 13項 中 「 附 則 第 11項 」 を 「 附 則 第 12項 」 に 改 め 、 同 項

を 附 則 第 14項 と し 、 附 則 中 第 12項 を 第 13項 と し 、 第 11項 を 第 12

項 と し 、 第 10項 を 第 11項 と し 、 第 9項 の 次 に 次 の 1項 を 加 え る 。  

（ 法 附 則 第 15条 の 11第 1項 の 条 例 で 定 め る 割 合 ）  

1 0　 法 附 則 第 15条 の 11第 1項 に 規 定 す る 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 割

合 は 、 3分 の 1と す る 。  

　 　 　 附 　 則  

（ 施 行 期 日 ）  

1　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

2　 次 項 に 定 め る も の を 除 き 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の さ く ら 市

都 市 計 画 税 条 例 の 規 定 は 、 令 和 8年 度 以 後 の 年 度 分 の 都 市 計 画

税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 7年 度 分 ま で の 都 市 計 画 税 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。  

3　 平 成 30年 4月 1日 か ら 令 和 8年 3月 31日 ま で の 間 に 地 方 税 法 等 の

一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 8年 法 律 第 2号 ） 第 1条 の 規 定 に よ る

改 正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 226号 ） 附 則 第 15条 の 11第

1項 に 規 定 す る 利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 が 行 わ れ た 同 項 に 規 定 す

る 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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議 案 第 12号  

 

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る  

条 例 及 び さ く ら 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域  

型 保 育 事 業 並 び に 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の  

運 営 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例 及 び

さ く ら 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 並 び に 特

定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の 運 営 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

令 和 8年 6月 4日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る  

条 例 及 び さ く ら 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域  

型 保 育 事 業 並 び に 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の  

運 営 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

　 （ さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例 の

一 部 改 正 ）  

第 1条 　 さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例

（ 平 成 26年 さ く ら 市 条 例 第 22号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

第 2条 第 1項 中 「 事 項 」 の 次 に 「 （ 法 第 6条 の 3第 10項 第 3号 に
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掲 げ る 事 業 （ 以 下 「 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 」 と い う 。 ）

を 行 う 事 業 者 （ 以 下 「 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者 」 と い

う 。 ） に あ っ て は 、 第 1号 及 び 第 2号 に 掲 げ る 事 項 ） 」 を 加 え 、

「 又 は 認 定 こ ど も 園 」 を 「 又 は 認 定 こ ど も 園 （ 」 に 改 め 、 同 項

第 3号 中 「 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 」 を 「 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 （ 満 3

歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者 を 除 く 。 第 6項 及 び 第 7項 に お い て

同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 7項 中 「 者 に 限 る 。 ） 」 の 次 に 「 又

は 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 を 行 う 事 業 所 」 を 加 え る 。  

第 14条 第 6号 中 「 定 員 」 の 次 に 「 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育

事 業 者 に あ っ て は 、 満 3歳 以 上 の 幼 児 の 利 用 定 員 ） 」 を 加 え る 。 

第 23条 中 「 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型 」 を 「 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型

（ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 を 除 く 。 ） 」 に 、 「 小 規 模 保

育 事 業 Ｃ 型 」 を 「 小 規 模 保 育 事 業 Ｃ 型 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模

保 育 事 業 を 除 く 。 ） 」 に 改 め る 。  

第 25条 第 2項 第 3号 中 「 第 6条 の 3第 10項 第 2号 」 の 次 に 「 又 は

第 3号 」 を 加 え る 。  

第 31条 中 「 の 利 用 定 員 は 、 」 を 「 は 、 法 第 6条 の 3第 10項 第 1

号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 利 用 定 員 を 」 に 改 め る 。  

第 44条 中 「 と 、 同 項 第 4号 中 「 次 号 」 と あ る の は 「 第 44条 に

お い て 準 用 す る 第 24条 第 1項 第 5号 」 と す る 」 を 「 と す る 」 に 改

め る 。  

附 則 第 4項 中 「 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 （ 」 を 「 家 庭 的 保 育 事 業

者 等 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者 及 び 」 に 改 め る 。  

附 則 第 7項 中 「 家 庭 的 保 育 事 業 等 」 を 「 家 庭 的 保 育 事 業 等

（ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 を 除 く 。 ） 」 に 改 め る 。  

　 （ さ く ら 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 並 び

に 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の 運 営 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 ）  

第 2条 　 さ く ら 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 並

び に 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の 運 営 に 関 す る 条 例 （ 平

成 26年 さ く ら 市 条 例 第 23号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 5条 第 2項 中 「 法 第 19条 第 1号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も

に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 教 育 認 定 子 こ ど も 」

に 改 め 、 同 条 第 3項 中 「 法 第 19条 第 2号 又 は 第 3号 に 掲 げ る 小 学
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校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 満

3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 又 は 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も （ 特 定 満

3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も を 除 く 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 4項 中 「 選

考 の 方 法 」 を 「 選 考 方 法 又 は 前 項 に 規 定 す る 選 考 の 方 法 」 に 改

め る 。  

第 6条 第 2項 中 「 法 第 19条 第 2号 又 は 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学

前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 保 育 認 定

子 ど も 」 に 改 め る 。  

第 8条 第 1項 中 「 法 第 20条 の 規 定 に よ る 申 請 」 を 「 教 育 ・ 保 育

給 付 認 定 の 申 請 」 に 改 め る 。  

第 11条 の 見 出 し を 「 （ 特 定 教 育 ・ 保 育 の 提 供 の 記 録 ） 」 に 改

め る 。  

第 12条 第 4項 第 3号 ア （ ア ） 中 「 法 第 19条 第 1号 に 掲 げ る 小 学

校 就 学 前 子 ど も に 　 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 認 定 子 ど も 」 を 「 教 育

認 定 子 ど も 」 に 改 め 、 同 号 ア （ イ ） 中 「 法 第 19条 第 2号 に 掲 げ

る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 　 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」

を 「 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 以 下 イ 」

を 「 以 下 こ の イ 」 に 改 め 、 同 号 イ （ ア ） 中 「 法 第 19条 第 1号 に

掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど

も 」 を 「 教 育 認 定 子 ど も 」 に 改 め 、 同 号 イ （ イ ） 中 「 法 第 19条

第 2号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 子 ど も 」 を 「 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 に 改 め る 。  

第 19条 第 7号 中 「 第 5条 第 2項 及 び 第 3項 」 を 「 第 5条 第 2項 」 に 、

「 選 考 の 方 法 」 を 「 選 考 方 法 及 び 同 条 3項 に 規 定 す る 選 考 の 方

法 」 に 改 め る 。  

第 21条 の 見 出 し を 「 （ 利 用 定 員 の 遵 守 ） 」 に 改 め る 。  

第 34条 第 1項 中 「 法 第 19条 第 1号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も

に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 教 育 認 定 子 ど も 」

に 改 め 、 同 条 第 2項 中 「 法 第 19条 第 1号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子

ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も の 数 」 を 「 教 育 認 定

子 ど も 」 に 、 「 法 第 19条 第 2号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に

該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 満 3歳 以 上 保 育 認 定

子 ど も 」 に 改 め 、 同 条 第 3項 中 「 法 第 19条 第 1号 に 掲 げ る 小 学 校

就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 教 育
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認 定 子 ど も 」 に 、 「 法 第 19条 第 1号 又 は 第 2号 に 掲 げ る 小 学 校 就

学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 教 育 認

定 子 ど も 又 は 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 と 「 法 第 19条 第 1号 」

と あ る の は 「 法 第 19条 第 2号 」 に 、 「 同 条 第 4項 第 3号 イ （ ア ）

中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 と あ る の は 「 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 子 ど も 」 を 「 同 条 第 4項 第 3号 イ （ ア ） 中 「 教 育 認 定 子 ど も 」

と あ る の は 「 教 育 認 定 子 ど も 」 に 、 「 同 号 イ （ イ ） 中 「 教 育 ・

保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 と あ る の は 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」

を 「 同 号 イ （ イ ） 中 「 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 と あ る の は

「 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 に 改 め る 。  

第 35条 第 1項 中 「 法 第 19条 第 2号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も

に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 満 3歳 以 上 保 育 認

定 子 ど も 」 に 改 め 、 同 条 第 2項 中 「 法 第 19条 第 2号 に 掲 げ る 小 学

校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も の 数 」 を

「 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 に 、 「 法 第 19条 第 1号 に 掲 げ る 小

学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を

「 教 育 認 定 子 ど も 」 に 改 め 、 同 条 第 3項 中 「 法 第 19条 第 1号 に 掲

げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」

を 「 教 育 認 定 子 ど も 」 に 、 「 法 第 19条 第 1号 又 は 第 2号 に 掲 げ る

小 学 校 就 学 時 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」

を 「 教 育 認 定 子 ど も 又 は 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 に 、 「 同

条 第 4項 第 3号 イ （ ア ） 中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 と あ る

の は 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 同 条 第 4項 第 3号 イ （ ア ）

中 「 教 育 認 定 子 ど も 」 と あ る の は 「 教 育 認 定 子 ど も 」 に 、 「 同

号 イ （ イ ） 中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 と あ る の は 「 教

育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 同 号 イ （ イ ） 中 「 満 3歳 以 上 保

育 認 定 子 ど も 」 と あ る の は 「 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 に 改

め る 。  

第 36条 第 2項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

2　 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者

（ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 を 行 う 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

を 除 く 。 ） は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 地 域 型 保 育 事 業 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 地 域 型 保 育 事 業 を 行 う 事 業 所 ご と に 、 当 該 各 号 に 定 め る 利

用 定 員 を 、 満 1歳 に 満 た な い 小 学 校 就 学 前 子 ど も と 満 1歳 以 上 の
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小 学 校 就 学 前 子 ど も と に 区 分 し て 定 め る も の と す る 。  

(1)　 家 庭 的 保 育 事 業 、 満 3歳 未 満 等 小 規 模 保 育 事 業 及 び 居 宅

訪 問 型 保 育 事 業 　 法 第 19条 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も

に 係 る 利 用 定 員  

(2)　 事 業 所 内 保 育 事 業 　 法 第 43条 第 3項 に 規 定 す る 労 働 者 等

監 護 満 3歳 未 満 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 係 る 利 用 定 員 及 び そ の 他

の 法 第 19条 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 係 る 利 用 定 員  

第 36条 に 次 の 1項 を 加 え る 。  

3　 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者

に 限 る 。 ） は 、 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 を 行 う 事 業 所 ご

と に 、 法 第 19条 第 2号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 係 る 利 用

定 員 を 定 め る も の と す る 。  

第 38条 第 1項 中 「 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 」 を 「 特 定 地 域 型 保

育 事 業 者 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者 を 除 く 。 ） 」 に 改

め 、 同 条 第 2項 中 「 こ の 節 」 を 「 こ の 節 （ 第 42 条 第 1 項 を 除

く 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 4項 中 「 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も 」 を

「 保 育 認 定 子 ど 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 5項 と し 、 同 条 第 3項 中

「 前 項 に 規 定 す る 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 同 項 に 規 定 す る 選

考 の 方 法 」 を 「 前 2項 の 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 前 2項 に 規 定

す る 選 考 の 方 法 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 4項 と し 、 同 条 第 2項 の

次 に 次 の 1項 を 加 え る 。  

3　 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者

に 限 る 。 ） は 、 利 用 の 申 込 み に 係 る 法 第 19条 第 2号 に 掲 げ る 小

学 校 就 学 前 子 ど も の 数 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 を 現 に 利 用 し

て い る 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も の 総 数 が 、 当 該 特 定 地 域 型 保

育 事 業 所 の 同 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 に 係 る 利 用

定 員 の 総 数 を 超 え る 場 合 に お い て は 、 法 第 20条 第 4項 の 規 定 に

よ る 認 定 に 基 づ き 、 保 育 の 必 要 の 程 度 及 び 家 族 等 の 状 況 を 勘 案

し 、 保 育 を 受 け る 必 要 性 が 高 い と 認 め ら れ る 満 3歳 以 上 保 育 認

定 子 ど も が 優 先 的 に 利 用 で き る よ う 、 選 考 す る も の と す る 。  

第 39条 第 2項 及 び 第 40条 中 「 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も 」 を

「 保 育 認 定 子 ど も 」 に 改 め る 。  

第 41条 第 1項 第 1号 中 「 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も 」 を 「 保 育

認 定 子 ど も 」 に 改 め 、 同 項 第 3号 中 「 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に
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よ り 特 定 地 域 型 保 育 」 を 「 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 満 3歳 以 上

限 定 小 規 模 保 育 事 業 者 を 除 く 。 第 6項 、 第 7項 、 第 11項 及 び 第 12

項 に お い て 同 じ 。 ） に よ り 特 定 地 域 型 保 育 （ 満 3歳 以 上 限 定 小

規 模 保 育 を 除 く 。 第 6項 、 第 7項 及 び 第 12項 に お い て 同 じ 。 ） 」

に 、 「 小 学 校 就 学 前 子 ど も 」 を 「 法 第 19条 第 3号 に 掲 げ る 小 学

校 就 学 前 子 ど も 」 に 、 「 以 下 こ の 号 及 び 第 6項 第 1号 」 を 「 第 6

項 1号 」 に 改 め 、 同 条 第 7項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 も の に 限

る 。 ） 」 の 次 に 「 又 は 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 を 行 う 事

業 所 」 を 加 え 、 同 条 中 第 11項 を 第 12項 と し 、 第 10項 を 第 11項 と

し 、 同 条 第 9項 中 「 第 1項 第 1号 及 び 第 2号 」 を 「 同 項 第 1号 及 び

第 2号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 10項 と し 、 同 条 中 第 8項 を 第 9項

と し 、 第 7項 の 次 に 次 の 1項 を 加 え る 。  

8　 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者

に 限 る 。 ） は 、 第 1項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 連 携 施 設 の 確

保 に 当 た っ て 、 同 項 第 3号 に 係 る 連 携 協 力 を 求 め る こ と を 要 し

な い 。  

第 42条 第 1項 中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 」 を 「 教 育 ・ 保

育 給 付 認 定 保 護 者 （ 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保

育 給 付 認 定 保 護 者 に 限 る 。 ） 」 に 改 め る 。  

第 45条 第 7号 中 「 第 38条 第 2項 に 規 定 す る 選 考 の 方 法 」 を 「 第

38条 第 2項 及 び 第 3項 に 規 定 す る 選 考 の 方 法 」 に 改 め る 。  

第 46条 第 1項 及 び 第 2項 た だ し 書 中 「 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど

も 」 を 「 保 育 認 定 子 ど も 」 に 改 め る 。  

第 47条 の 見 出 し を 「 （ 利 用 定 員 の 遵 守 ） 」 に 改 め る 。  

第 48条 第 2項 中 「 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も 」 を 「 保 育 認 定 子

ど も 」 に 改 め る 。  

第 49条 中 「 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も に 限 り 、 特 定 満 3歳 以 上

保 育 認 定 子 ど も 」 を 「 教 育 認 定 子 ど も 」 に 、 「 第 11条 の 見 出 し

中 「 教 育 ・ 保 育 」 と あ る の は 「 地 域 型 保 育 」 と 、 第 13条 の 見 出

し 中 「 施 設 型 給 付 費 」 と あ る の は 「 地 域 型 保 育 給 付 費 」 と 、 同

条 第 1項 」 を 「 第 13条 第 1項 」 に 、 「 と 読 み 替 え る 」 を 「 と 、 第

24条 中 「 各 号 （ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 で あ る 特 定 教 育 ・ 保 育

施 設 の 職 員 に あ っ て は 、 認 定 こ ど も 園 法 第 27条 の 2第 1項 各 号 、

学 校 教 育 法 第 1条 に 規 定 す る 幼 稚 園 で あ る 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設
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の 職 員 に あ っ て は 、 同 法 第 28条 第 2項 に お い て 準 用 す る 認 定 こ

ど も 園 法 第 27条 の 2第 1項 各 号 ） と あ る の は 「 各 号 」 と 読 み 替 え

る 」 に 改 め る 。  

第 50条 第 1項 中 「 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 法 第 19条 第 1号 に 掲

げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」

を 「 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者

を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） が 教 育 認 定 子 ど も 」 に 改

め 、 同 条 第 2項 中 「 法 第 19条 第 1号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も

に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も の 数 」 を 「 教 育 認 定 子 ど

も 」 に 、 「 次 条 第 1項 」 を 「 第 51条 第 1項 」 に 、 「 法 第 19条 第 2

号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定

子 ど も 」 を 「 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 に 改 め 、 同 条 第 3項 中

「 を い う 。 次 条 第 3項 」 を 「 を い う 。 次 条 第 3項 及 び 第 51条 第 3

項 」 に 、 「 第 39条 第 2項 」 を 「 第 36条 第 3項 、 第 38条 第 3項 及 び

第 39条 第 2項 」 に 、 「 含 む 。 次 条 第 3項 」 を 「 を 含 む 。 第 51条 第

3項 」 に 、 「 以 下 こ の 節 」 を 「 以 下 こ の 節 （ 第 42条 第 1項 を 除

く 。 ） 」 に 、 「 法 第 19条 第 1号 又 は 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前

子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も （ 第 51条 第 1項 の

規 定 に よ り 特 定 利 用 地 域 型 保 育 を 提 供 す る 場 合 に あ っ て は 、 当

該 特 定 利 用 地 域 型 保 育 の 対 象 と な る 法 第 19条 第 2号 に 掲 げ る 小

学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も を 含

む 。 ） 」 を 「 教 育 認 定 子 ど も 及 び 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も

（ 特 定 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も を 除 き 、 第 51条 第 1項 の 規 定 に

よ り 特 定 利 用 地 域 型 保 育 を 提 供 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 特 定

利 用 地 域 型 保 育 の 対 象 と な る 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も を 含

む 。 ） に お い て 同 じ 。 ） 」 に 、 「 第 42条 第 1項 中 「 教 育 ・ 保 育

給 付 認 定 保 護 者 」 を 「 第 42条 第 1項 中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保

護 者 （ 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保

護 者 に 限 る 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 1条 を 加 え る 。  

第 50条 の 2　 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保

育 事 業 者 に 限 る 。 以 下 の 条 に お い て 同 じ 。 ） が 教 育 認 定 子 ど も

に 対 し 特 別 利 用 地 域 型 保 育 を 提 供 す る 場 合 に は 、 法 第 46条 第 1

項 に 規 定 す る 地 域 型 保 育 事 業 の 認 可 基 準 を 遵 守 し な け れ ば な ら

な い 。  
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2　 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 、 第 1項 の 規 定 に よ り 特 別 利 用 地

域 型 保 育 を 提 供 す る 場 合 に は 、 当 該 特 別 利 用 地 域 型 保 育 に 係 る

教 育 認 定 子 ど も 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 を 現 に 利 用 し て い る

満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も の 総 数 が 、 第 37条 第 3項 の 規 定 に よ り

定 め ら れ た 利 用 定 員 の 数 を 超 え な い も の と す る 。  

3　 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 、 第 1項 の 規 定 に よ り 特 別 利 用 地

域 型 保 育 を 提 供 す る 場 合 に は 、 特 定 地 域 型 保 育 に は 特 別 利 用 地

域 型 保 育 を 、 地 域 型 保 育 給 付 費 に は 特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 を 、

そ れ ぞ れ 含 む も の と し て 、 こ の 節 （ 第 36条 第 2項 、 第 28条 第 2項

及 び 第 39条 第 2項 を 除 き 、 第 49条 に お い て 準 用 す る 第 7条 か ら 第

13条 ま で （ 第 9条 及 び 第 12条 を 除 く 。 ） 第 16条 か ら 第 18条 ま で

及 び 第 22条 か ら 第 32条 ま で を 含 む 。 ） の 規 定 を 適 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 第 38条 第 3項 中 「 第 19条 第 2号 」 と あ る の は 「 第

19条 第 1号 」 と 、 「 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 と あ る の は 「 教

育 認 定 子 ど も 又 は 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 と 、 「 同 号 」 と

あ る の は 「 法 第 19条 第 2号 」 と 、 「 法 第 20条 第 4項 の 規 定 に よ る

認 定 に 基 づ き 、 保 育 の 必 要 の 程 度 及 び 家 族 等 の 状 況 を 勘 案 し 、

保 育 を 受 け る 必 要 性 が 高 い と 認 め ら れ る 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子

ど も が 優 先 的 に 利 用 で き る よ う 、 」 と あ る の は 「 抽 選 、 申 込 み

を 受 け た 順 序 に よ り 決 定 す る 方 法 、 当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者

の 保 育 に 関 す る 理 念 、 基 本 方 針 等 に 基 づ く 選 考 そ の 他 公 正 な 方

法 に よ り 」 と 、 第 42条 第 1項 中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者

（ 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者

に 限 る 。 ） 」 と あ る の は 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 （ 特 別 利

用 地 域 型 保 育 の 対 象 と な る 教 育 認 定 子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給

付 認 定 保 護 者 を 除 く 。 ） 」 と 、 同 条 第 2項 中 「 法 第 29条 第 3項 第

1号 に 掲 げ る 額 」 と あ る の は 「 法 第 30条 第 2項 第 2号 の 内 閣 総 理

大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 」 と 、 同 条 第 3項 中

「 前 2項 」 と あ る の は 「 前 項 」 と 、 同 条 第 4項 中 「 前 3項 」 と あ

る の は 「 前 2項 」 と 、 「 掲 げ る 費 用 」 と あ る の は 「 掲 げ る 費 用

及 び 食 事 の 提 供 （ 第 13条 第 4項 第 3号 ア 又 は イ に 掲 げ る も の を 除

く 。 ） に 要 す る 費 用 」 と 、 同 条 第 5項 中 「 前 4項 」 と あ る の は

「 前 3項 」 と す る 。  

第 51条 第 1項 中 「 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 法 第 19条 第 2号 に 掲
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げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も 」

を 「 特 定 地 域 保 育 事 業 者 （ 満 3歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者 を

除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） が 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど

も 」 に 改 め 、 同 条 第 2項 中 「 法 第 19条 第 2号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学

前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も の 数 」 を 「 満 3

歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 に 、 「 法 第 19条 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校

就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も （ 前 条 第 1

項 」 を 「 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も （ 第 50条 第 1項 」 に 、 「 法 第

19条 第 1号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育

給 付 認 定 子 ど も 」 を 「 教 育 認 定 子 ど も 」 に 改 め 、 同 条 第 3項 中

「 第 42条 第 1項 中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 」 を 「 第 42条 第 1

項 中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 （ 満 3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も

に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 に 限 る 。 ） 」 に 、 「 法 第 19条

第 2号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 子 ど も 」 を 「 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も 」 に 、 「 令 第 4条 第

1項 第 2号 に 規 定 す る 満 3歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も を い う 」 を 「 特

定 満 3以 上 保 育 認 定 子 ど も を 除 く 」 に 改 め る 。  

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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議 案 第 13号  

 

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る  

条 例 及 び さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営  

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ  

い て  

 

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例 及 び さ

く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

令 和 8年 6月 4日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る  

条 例 及 び さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営  

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す  

る 条 例  

 

　 （ さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例 の

一 部 改 正 ）  

第 1条 　 さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例

（ 平 成 26年 さ く ら 市 条 例 第 22号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 25条 第 3項 中 「 准 看 護 師 」 の 次 に 「 （ 以 下 「 看 護 師 等 」 と い

う 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 2項 を 加 え る 。  

4　 第 2項 に 規 定 す る 保 育 士 の 数 の 算 定 に 当 た っ て は 、 当 該 小 規
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模 保 育 事 業 所 Ａ 型 に 勤 務 す る 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 、 言 語

聴 覚 士 、 心 理 担 当 職 員 （ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 26号 ）

の 規 定 に よ る 大 学 （ 短 期 大 学 を 除 く 。 ） 若 し く は 大 学 院 に お

い て 、 心 理 学 を 専 修 す る 学 科 、 研 究 科 若 し く は こ れ に 相 当 す

る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 者 で あ っ て 、 個 人 及 び 集 団 心 理 療 法

の 技 術 を 有 す る も の 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 能 力 を 有 す る と 認

め ら れ る 者 を い う 。 ） 又 は 障 害 児 の 療 育 に 関 す る 知 識 及 び 経

験 を 有 す る 者 で あ っ て 、 障 害 児 の 療 育 の 指 導 を 行 う 業 務 に 5年

以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る も の の い ず れ か に 該 当 し 、 か つ 、

子 育 て に 関 す る 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 （ 以 下 「 特 定 理 学 療

法 士 等 」 と い う 。 ） を 、 1人 に 限 り 、 保 育 士 と み な す こ と が で

き る 。 た だ し 、 当 該 特 定 理 学 療 法 士 等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ

て は 、 当 該 小 規 模 保 育 事 業 所 Ａ 型 の 保 育 士 （ 附 則 第 7条 又 は 第

8条 の 規 定 に よ り 保 育 士 と み な さ れ る 者 を 除 く 。 次 項 に お い て

同 じ 。 ） に よ る 支 援 を 受 け る こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け

れ ば な ら な い 。  

5　 前 2項 の 規 定 に よ り 看 護 師 等 及 び 特 定 理 学 療 法 士 等 の い ず れ

も が 保 育 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 看 護 師 等 が 保 育 を 行 う に 当 た

っ て 、 当 該 小 規 模 保 育 事 業 所 Ａ 型 の 保 育 士 （ 前 項 た だ し 書 の

規 定 に よ る 支 援 を 行 う 保 育 士 を 除 く 。 ） に よ る 支 援 を 受 け る

こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  

第 27条 第 3項 中 「 保 健 師 、 看 護 師 又 は 准 看 護 師 」 を 「 看 護 師 等 」

に 改 め 、 同 条 に 次 の 2項 を 加 え る 。  

4　 第 2項 に 規 定 す る 保 育 士 の 数 の 算 定 に 当 た っ て は 、 当 該 小 規

模 保 育 事 業 所 Ｂ 型 に 勤 務 す る 特 定 理 学 療 法 士 等 を 、 1人 に 限 り 、

保 育 士 と み な す こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 特 定 理 学 療 法 士

等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て は 、 当 該 小 規 模 保 育 事 業 所 Ｂ 型 の

保 育 士 に よ る 支 援 を 受 け る こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ

ば な ら な い 。  

5　 前 2項 の 規 定 に よ り 看 護 師 等 及 び 特 定 理 学 療 法 士 等 の い ず れ

も が 保 育 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 看 護 師 等 が 保 育 を 行 う に 当 た

っ て 、 当 該 小 規 模 保 育 事 業 所 Ｂ 型 の 保 育 士 （ 前 項 た だ し 書 の

規 定 に よ る 支 援 を 行 う 保 育 士 を 除 く 。 ） に よ る 支 援 を 受 け る

こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  
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第 40条 第 3項 中 「 保 健 師 、 看 護 師 又 は 准 看 護 師 」 を 「 看 護 師 等 」

に 改 め 、 同 条 に 次 の 2項 を 加 え る 。  

4　 第 2項 に 規 定 す る 保 育 士 の 数 の 算 定 に 当 た っ て は 、 当 該 保 育

所 型 事 業 所 内 保 育 事 業 所 に 勤 務 す る 特 定 理 学 療 法 士 等 を 、 1人

に 限 り 、 保 育 士 と み な す こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 特 定 理

学 療 法 士 等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て は 、 当 該 保 育 所 型 事 業 所

内 保 育 事 業 所 の 保 育 士 に よ る 支 援 を 受 け る こ と が で き る 体 制

を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  

5　 前 2項 の 規 定 に よ り 看 護 師 等 及 び 特 定 理 学 療 法 士 等 の い ず れ

も が 保 育 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 看 護 師 等 が 保 育 を 行 う に 当 た

っ て 、 当 該 保 育 所 型 事 業 所 内 保 育 事 業 所 の 保 育 士 （ 前 項 た だ

し 書 の 規 定 に よ る 支 援 を 行 う 保 育 士 を 除 く 。 ） に よ る 支 援 を

受 け る こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  

第 43条 第 3項 中 「 看 護 師 又 は 准 看 護 師 」 を 「 看 護 師 等 」 に 改 め 、

同 条 に 次 の 2項 を 加 え る 。  

4　 第 2項 に 規 定 す る 保 育 士 の 数 の 算 定 に 当 た っ て は 、 当 該 小 規

模 型 事 業 所 内 保 育 事 業 所 に 勤 務 す る 特 定 理 学 療 法 士 等 を 、 1人

に 限 り 、 保 育 士 と み な す こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 特 定 理

学 療 法 士 等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て は 、 当 該 小 規 模 型 事 業 所

内 保 育 事 業 所 の 保 育 士 に よ る 支 援 を 受 け る こ と が で き る 体 制

を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  

5　 前 2項 の 規 定 に よ り 看 護 師 等 及 び 特 定 理 学 療 法 士 等 の い ず れ

も が 保 育 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 看 護 師 等 が 保 育 を 行 う に 当 た

っ て 、 当 該 小 規 模 型 事 業 所 内 保 育 事 業 所 の 保 育 士 （ 前 項 た だ

し 書 の 規 定 に よ る 支 援 を 行 う 保 育 士 を 除 く 。 ） に よ る 支 援 を

受 け る こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  

附 則 第 10項 中 「 第 25条 第 3項 」 を 「 第 25条 第 3項 若 し く は 第 4項 」

に 、 「 第 40条 第 3項 」 を 「 第 40条 第 3項 若 し く は 第 4項 」 に 、

「 保 育 士 の 数 （ 前 2項 の 規 定 の 適 用 が な い と し た 場 合 の 第 25条

第 2項 又 は 第 40条 第 2項 に よ り 算 定 さ れ る も の を い う 。 ） 」 を

「 前 2条 の 規 定 の 適 用 が な い も の と し た 場 合 の 第 25条 第 2項 又 は

第 40条 第 2項 に よ り 算 定 さ れ る 保 育 士 の 数 」 に 改 め る 。  

　 （ さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  
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第 2条 　 さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 6年 9月 4日 条 例 第 26号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 第 2項 中 「 当 分 の 間 」 を 「 令 和 10年 3月 31日 ま で の 間 」 に

改 め 、 「 さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条

例 」 の 次 に 「 （ 次 項 に お い て 「 家 庭 的 保 育 事 業 等 基 準 条 例 」 と

い う 。 ） 」 を 、 「 規 定 」 の 次 に 「 （ 満 3歳 以 上 満 4歳 に 満 た な い

児 童 に 対 し 保 育 を 提 供 す る 保 育 士 及 び 保 育 従 事 者 の 数 に 関 す る

部 分 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 附 則 に 次 の 1項 を 加 え る 。  

3　 保 育 士 及 び 保 育 従 事 者 の 配 置 の 状 況 に 鑑 み 、 保 育 の 提 供 に

支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と き は 、 当 分 の 間 、 家 庭 的 保 育 事

業 等 基 準 条 例 第 25条 第 2項 、 第 27条 第 2項 、 第 40条 第 2項 及 び

第 47条 第 2項 の 規 定 （ 満 4歳 以 上 の 児 童 に 対 し 保 育 を 提 供 す る

保 育 士 及 び 保 育 従 事 者 の 数 に 関 す る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 適 用

し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の さ く ら

市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条

例 第 25条 第 2項 、 第 27条 第 2項 、 第 40条 第 2項 及 び 第 43条 第 2項

の 規 定 （ 満 4歳 以 上 の 児 童 に 対 し 保 育 を 提 供 す る 保 育 士 及 び

保 育 従 事 者 の 数 に 関 す る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 こ の 条 例 の 施 行

の 日 以 後 に お い て も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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議 案 第 14号  

 

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る  

条 例 及 び さ く ら 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運  

営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例 及 び さ

く ら 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

令 和 8年 6月 4日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る  

条 例 及 び さ く ら 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運  

営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

　 （ さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例 の

一 部 改 正 ）  

第 1条 　 さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例

（ 平 成 26年 さ く ら 市 条 例 第 22号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

第 9条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 ）  

第 9条 　 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、 法 第 34条 の 16第 4項 に お い て 準

用 す る 法 第 21条 の 5の 18第 4項 の 規 定 に 基 づ き 、 児 童 対 象 性 暴
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力 等 （ 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対

象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 （ 令 和 6年 法

律 第 69号 ） 第 2条 第 2項 に 規 定 す る 児 童 対 象 性 暴 力 等 を い う 。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 防 止 し 、 及 び 児 童 対 象 性 暴 力

等 が 行 わ れ た 場 合 に 利 用 乳 幼 児 を 適 切 に 保 護 す る た め 、 児 童

等 対 象 業 務 従 事 者 （ 利 用 乳 幼 児 と 接 す る 業 務 に 従 事 す る 者 の

う ち 、 支 配 性 、 継 続 性 及 び 閉 鎖 性 の あ る 環 境 の 下 で 当 該 利 用

乳 幼 児 に 接 す る も の を い う 。 ） に 係 る 犯 罪 事 実 確 認 （ 同 法 第

4条 第 1項 に 規 定 す る 犯 罪 事 実 確 認 を い う 。 ） そ の 他 の 必 要 な

措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

　 （ さ く ら 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 2条 　 さ く ら 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基

準 を 定 め る 条 例 （ 令 和 7年 さ く ら 市 条 例 第 29号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

第 13条 の 次 に 次 の 1条 を 加 え る 。  

（ 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 ）  

第 13条 の 2　 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は 、 法 第 34条 の 16第 4項 に お

い て 準 用 す る 法 第 21条 の 5の 18第 4項 の 規 定 に 基 づ き 、 児 童 対

象 性 暴 力 等 （ 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る

児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 （ 令 和

6年 法 律 第 69号 ） 第 2条 第 2項 に 規 定 す る 児 童 対 象 性 暴 力 等 を

い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 防 止 し 、 及 び 児 童 対 象

性 暴 力 等 が 行 わ れ た 場 合 に 利 用 乳 幼 児 を 適 切 に 保 護 す る た め 、

児 童 等 対 象 業 務 従 事 者 （ 利 用 乳 幼 児 と 接 す る 業 務 に 従 事 す る

者 の う ち 、 支 配 性 、 継 続 性 及 び 閉 鎖 性 の あ る 環 境 の 下 で 当 該

利 用 乳 幼 児 に 接 す る も の を い う 。 ） に 係 る 犯 罪 事 実 確 認 （ 同

法 第 4条 第 1項 に 規 定 す る 犯 罪 事 実 確 認 を い う 。 ） そ の 他 の 必

要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 条 例 は 、 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る

児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 の 施 行 の

日 （ 令 和 8年 12月 25日 ） か ら 施 行 す る 。
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議案第 15 号  

 

 

さくら市企業誘致条例の一部改正について  

 

 

さくら市企業誘致条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

令和 8 年 6 月 4 日提出  

 

 

さくら市長　　中 村  卓  資  

 

 

さくら市条例第　号  

 

さくら市企業誘致条例の一部を改正する条例  

 

さくら市企業誘致条例（平成 17 年さくら市条例第 143 号）の一部を

次のように改正する。  

　第 2 条第 1 号中「物品の製造、加工、工作又は修理」を「製造業そ

の他の規則で定める業種に係る事業」に改め、同条第 2 号中「適正化」

を「適正化等」に改め、同条第 4 号中「又は所有する」を「所有し、

又は賃借する」に改め、同条第 5 号中「事業用施設を新設する場合」

を「市内に事業用施設を有しない企業が市内に事業用施設を設置する

こと」に改め、同条第 6 号中「事業用施設と同一業種の」を「事業用

施設の敷地以外の用地を市内に取得し、当該用地に新たに」に、「設

置し、又は当該事業用施設の敷地内若しくはこれに隣接して事業用施

設を増設する場合」を「設置すること」に、「事業用施設と同一業種

の」を「事業用施設の敷地以外の用地を市内に取得し、当該用地に新

たに事業用施設を設置すること」に、「設置し、又は当該事業用施設

の敷地内若しくはこれに隣接して事業用施設を増設する場合」を「設

置すること」に改め、同条第 7 号中「雇用保険法」を「企業が雇用す

る労働者のうち雇用保険法」に改め、「被保険者」の次に「であるも
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の」を加え、同条第 8 号を次のように改める。  

　 (8)　指定区域　市域のうち次のいずれかに該当する区域をいう。  

　　ア　都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号

に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域  

　　イ　国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号）第 8 条第 1 項の規

定により市が定める計画において、工業用地の形成等を図る地

域とされたもの  

第 2 条第 9 号を削り、同条第 10 号中「増設に要した」を「増設の

ための」に、「もの」を「固定資産」に、「取得額の合計額」を「取

得に要した経費の総額」に改め、同号を同条第 9 号とする。  

　第 3 条第 1 項中「第 1 条に規定する目的を達成するため事業用施設

の用に供する土地（以下「用地」という。）を取得若しくは賃借し、

又は」を削り、「行う」を「行い、又は行おうとする」に改め、同項

第 2 号中「用地又は」を「事業用施設に資する用地、」に改める。  

　第 4 条の見出しを「（交付要件等）」に改め、同条中「及び交付金

額等」を「、交付金額等」に、「別表」を「別表第 1 から別表第 4 ま

で」に改める。  

　第 6 条中「（前条第 2 項の指定事業者をいう。以下同じ。）からそ

の事業用施設を継承した」を「が当該事業用施設を他の企業に継承し、

かつ、当該指定に係る奨励金の交付期間内である」に、「継承した企

業が被指定事業者として」を「継承された企業（以下「継承人」とい

う。）は」に改め、同条に次の 1 項を加える。  

2　前項の規定により、奨励措置を受けようとする継承人は、あらかじ

め市長に申請しなければならない。  

　第 7 条中「指定事業者」の次に「（継承人を含む。以下同じ。）」

を加える。  

　第 8 条第 1 号中「別表」を「別表第 1 から別表第 4 まで」に、「な

い」を「なくなった」に改め、同条第 2 号中「事業を休止し、若しく

は廃止したとき又は休止し、若しくは」を「当該事業用施設での事業

を休止し、又は」に改め、同条第 3 号中「申請に際し」を「第 5 条第

1 項又は第 6 条第 2 項の規定による申請に際し、」に改める。  

　第 9 条中「報告及び」を「事業の状況等に係る報告若しくは」に、

「当該事業用施設」を「又は当該事業用施設」に改める。  

　第 10 条中「第 6 条」を「第 5 条第 2 項」に、「第 9 条に規定する」

を「第 8 条の規定による」に改める。  
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　別表を削り、附則の次に別表として次の 4 表を加える。  

別表第 1（第 4 条、第 8 条関係）  

　　工場等立地奨励金  

　備考　奨励金額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り  

　　捨てるものとする。  

別表第 2（第 4 条、第 8 条関係）  

　　ホテル等立地奨励金  

 
区域 交付要件 奨励金額

交 付

期間

限 度

額

 

指 定

区域

1　 工 場 等 を 新 設 又 は

増設していること。  

2　 1 の新設又は増設の

ための投下固定資産

総額が 5,000 万円以

上であること。  

3　 1 の新設又は増設の

ための用地の取得後

5 年 以 内 に 当 該 事 業

用施設で営業を開始

していること。  

4　 市 税 を 完 納 し て い

ること。  

5　 当 該 事 業 用 施 設 で

の常用雇用者が 5 人

以上であること。

当 該 事 業 用 施 設

（用地を含む。）に

係 る 固 定 資 産 税 額

及 び 都 市 計 画 税 額

を合算した額

3 年

交 付

期 間

内 全

体 で

3 億

円

 
指 定

区 域

以 外

の 市

域

指定区域と同じ。

当 該 事 業 用 施 設

（用地を含む。）に

係 る 固 定 資 産 税 額

及 び 都 市 計 画 税 額

を 合 算 し た 額 の 2

分の 1 の額

3 年

交 付

期 間

全 体

で 1

億円

 
交付要件 奨励金額

交 付

期間

限 度

額

 1　ホテル等を新設又は増設しているこ

と。  

当 該 事 業

用施設（用
3 年 なし
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　備考　奨励金額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り  

捨てるものとする。  

別表第 3（第 4 条、第 8 条関係）  

　　用地取得奨励金  

　備考　奨励金額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り  

捨てるものとする。  

 2　 1 の新設又は増設のための投下固定

資産総額が 5,000 万円以上であるこ

と。  

3　 1 の新設又は増設のための用地の取

得後 5 年以内に当該事業用施設で営

業を開始していること。  

4　市税を完納していること。  

5　当該事業用施設での常用雇用者が 5

人以上であること。  

6　 1 が新設の場合は、当該事業用施設

は、客室が 30 室以上又は収容人員が

100 人以上であること。  

7　 2 が増設の場合は、客室が 10 室以上

の事業用施設の設置であり、かつ、増

設後の当該企業の事業用施設は、客

室が 30 室以上又は収容人員が 100 人

以上であること。

地 を 含

む。）に係

る 固 定 資

産 税 額 及

び 都 市 計

画 税 額 を

合 算 し た

額

 
交付要件 奨励金額

交 付

期間
限度額

 1　工場等立地奨励金（新設に限

る。）又はホテル等立地奨励金

（新設に限る。）のいずれかの

交付要件を満たしていること。  

2　当該新設のために 1,000 ㎡以

上の用地を取得していること。  

3　取得した用地の代金（割賦に

より取得する場合は、契約に基

づく一時金）の支払が完了して

いること。

用 地 の 購 入

額（割賦で取

得 す る 場 合

は、利息相当

額 は 含 ま な

い 。 ） の 10

分の 1 の額

1 年
1,000

万円
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別表第 4（第 4 条、第 8 条関係）  

　　賃借型工場等設置奨励金  

　備考　奨励金額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り  

捨てるものとする。  

附　則  

　（施行期日）  

1　この条例は、令和 9 年 4 月 1 日から施行する。  

　（経過措置）  

2　この条例の施行前に、この条例による改正前のさくら市企業誘致

条例（以下「旧条例」という。）第 5 条第 2 項の規定により指定

を行われた指定事業者（この条例の施行前にされた旧条例第 5 条

第 1 項の規定により申請書を提出した企業でこの条例の施行の

 
交付要件

奨 励

金額

交 付

期間
限度額

 1　用地又は既存の工場等（以下「用地

等」という。）を賃借することで工場

等を新設又は増設していること。  

2　 1 の新設又は増設のために用地を賃

借した場合は、当該用地の面積が

3,000 ㎡以上で、既存の工場等を賃借

した場合は、当該工場等の敷地面積が

1,000 ㎡以上であること。  

3　 1 の新設又は増設のための用地等の

賃借の開始後 2 年以内に当該用地等を

活用した事業用施設で営業を開始して

いること。  

4　市税を完納していること。  

5　当該事業用施設での常用雇用者が 5

人以上であること。  

6　用地等の賃借の相手方との関係が次

の各号のいずれにも該当すること。  

　 (1)　会社法（平成 17 年法律第 86

号）で規定する親会社等又は子会社

等でないこと。  

　 (2)　資本提携をしていないこと。

用 地

等 の

賃 借

額 の

10 分

の 1 の

額

3 年

交 付 期

間 全 体

で

1,000

万円
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際、指定を行うかどうかの処分がされていないものを含む。）に

対する奨励金の交付要件、交付期間、交付金額等については、な

お従前の例による。
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議 案 第 16号  

 

 

さ く ら 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

さ く ら 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

定 め る 。  

 

 

令 和 8年 6月 4日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 水 道 事 業 給 水 条 例 （ 平 成 17年 さ く ら 市 条 例 第 167号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 1 中 「 1,408 円 」 を 「 1,8 59 円 」 に 、 「 1,79 3 円 」 を

「 2,365円 」 に 、 「 2,5 63円 」 を 「 3,564円 」 に 、 「 4,752円 」 を

「 6,831円 」 に 、 「 6,4 13円 」 を 「 10,2 74円 」 に 、 「 17,96 3円 」

を 「 26,8 40円 」 に 、 「 27,7 20円 」 を 「 39,985 円 」 に 、 「 64,16 3

円 」 を 「 100, 837 円 」 に 、 「 154,0 00 円 」 を 「 235, 939 円 」 に 、

「 179円 30銭 」 を 「 217円 80銭 」 に 改 め る 。  

附 　 則  

（ 施 行 期 日 ）  

1　 こ の 条 例 は 、 令 和 8年 12月 1日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

2　 改 正 後 の 別 表 第 1の 規 定 は 、 令 和 9年 3月 1日 以 後 に 徴 収 す る 料

金 の 額 の 算 定 か ら 適 用 し 、 同 日 前 ま で に 徴 収 す る 料 金 の 額 の 算

定 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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議 案 第 18 号

さ く ら 市 教 育 委 員 会 教 育 長 の 任 命 同 意 に つ い て

下 記 の 者 を さ く ら 市 教 育 委 員 会 教 育 長 に 任 命 し た い か ら 、地 方 教

育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律（ 昭 和 31 年 法 律 第 162 号 ）第 4

条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

記

住 所

氏 名 橋 本 啓 二

生 年 月 日

令 和 8 年 6 月 4 日 提 出

さ く ら 市 長 中 村 卓 資
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議案第 19 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 秋元 秀則

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 20 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 石塚 良男

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 21 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 角田 充也

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 22 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 金子 順一

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資

-118-



議案第 23 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 神山 智子

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 24 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 輕部 俊典

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 25 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第１項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 見目 哲昭

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 26 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 小菅 和彦

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 27 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 小室 宗德

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 28 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 柴山 能成

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 29 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 鈴木 羊子

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 30 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 髙木るみ子

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 31 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 田﨑 次男

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 32 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 手塚 栄一

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 33 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 蛭田 博之

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 34 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 古澤 孝典

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 35 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 村上 一典

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資

-131-



議案第 36 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 吉澤 佳哲

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 37 号

さくら市農業委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等

に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 8 条第 1 項の規定により、議

会の同意を求める。

記

住 所

氏 名 和氣 文夫

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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報告第 1 号 

 

 

令和 7 年度さくら市一般会計繰越明許費繰越計算書の報　　　 

告について 

 

 

　令和 7 年度さくら市一般会計繰越明許費に係る歳出予算の経費を令和

8 年度に繰り越したので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

第 146 条第 2 項の規定により別紙のとおり報告する。 

 

 

　　令和 8 年 6 月 4 日提出 

 

 

さくら市長　　中 村 卓 資　　　　　
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（別紙）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 民生費 1 社会福祉費 介護施設整備事業 168,026,000 168,026,000 168,026,000

3 民生費 2 児童福祉費
物価高対応子育て応援
手当事業

148,900,000 10,313,000 10,313,000

5 農林水産業費 1 農業費 農業構造転換支援事業 52,000,000 52,000,000 52,000,000

5 農林水産業費 1 農業費
農業用ため池防災減災
対策事業

202,656,000 202,656,000 135,104,000 33,600,000 33,952,000

6 商工費 1 商工費 企業誘致推進事業 11,803,000 11,803,000 11,803,000

6 商工費 1 商工費
物価高騰対策地元応援
商品券発行事業

281,290,000 281,290,000 281,290,000

7 土木費 1 土木管理費
木造住宅耐震診断・改
修等事業

4,100,000 4,100,000 3,100,000 1,000,000

7 土木費 2 道路橋梁費 道路維持補修事業 83,148,000 35,518,000 15,934,000 15,100,000 4,484,000

7 土木費 2 道路橋梁費 道路改良事業 97,148,000 97,148,000 23,019,000 46,400,000 27,729,000

7 土木費 2 道路橋梁費
市道U1-10号道路改良
事業

105,328,000 105,328,000 6,479,000 88,800,000 10,049,000

7 土木費 2 道路橋梁費 雨水排水対策事業 25,988,000 25,288,000 25,200,000 88,000

7 土木費 2 道路橋梁費
スマートインターチェ
ンジ設置事業

6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000

7 土木費 3 河川費 準用河川改修事業 28,920,000 28,820,000 28,800,000 20,000

7 土木費 4 都市計画費 都市整備課庶務事務 17,765,000 17,765,000 17,765,000

7 土木費 4 都市計画費
氏家駅東地区魅力向上
事業

24,100,000 24,100,000 24,100,000

8 消防費 1 消防費 消防施設管理事業 21,847,000 21,813,000 21,800,000 13,000

8 消防費 1 消防費 防災事業費 3,410,000 3,410,000 1,705,000 1,705,000

9 教育費 6 保健体育費
プロサッカーによる地
域の元気づくり推進事
業

60,797,000 60,797,000 43,000,000 17,797,000

9 教育費 6 保健体育費 総合公園管理事業 3,960,000 3,960,000 3,960,000

令和7年度さくら市一般会計 繰越明許費繰越計算書

（単位：円）

左　の　財　源　内　訳

未 収 入 特 定 財 源款 項 事　業　名 金　　額
翌　年　度　
繰　越　額 既 収 入

特 定 財 源
一般財源
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報告第 2 号 

 

 

令和 7 年度さくら市一般会計事故繰越し繰越計算書の報 

告について 

 

 

　令和 7 年度さくら市一般会計事故繰越しに係る歳出予算の経費を令和

8 年度に繰り越したので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

第 150 条第 3 項の規定により別紙のとおり報告する。 

 

 

　　令和 8 年 6 月 4 日提出 

 

 

さくら市長　　中 村 卓 資　　　　　
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（別紙）

（単位：円）

5　農林水産
業費

1　農業費 農道等整備補修事業 19,061 14,254 4,807 2,354 7,161 7,161

上流部の隣接箇所にお
いて、県発注工事との
工程調整により不測の
日数を要したため

5　農林水産
業費

1　農業費
農業用ため池防災減
災対策事業

92,950 70,000 22,950 8,000 30,950 29,580 1,370
降雪、降雨の影響によ
り工事の遅延が生じた
ため

9　教育費 6　保健体育費
その他の施設管理事
業

1,347 1,347 1,347 1,347
工事使用部材の工場製
作に不測の日数を要す
ることが判明したため

令和7年度さくら市一般会計 事故繰越し繰越計算書

左の内訳 左　の　財　源　内　訳

款 項 事　　業　　名
支出負担
行為額

支出負担
行為予定額

翌　年　度　
繰　越　額

説　　明
支出済額 支出未済額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源

一般財源
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報告第 3 号 

 

 

令和 7 年度さくら市水道事業会計予算繰越計算書の報告 

について 

 

 

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第 3 項の規定によ

り、さくら市水道事業会計の繰越額の使用に関する計画について、別紙

のとおり報告する。 

 

 

　　令和 8 年 6 月 4 日提出 

 

 

さくら市長　　中 村 卓 資　　　　　 
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左の財源内訳

損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円

令和7年度専用回線
廃止に伴うテレメー
ター更新工事

42,000,000 42,000,000 42,000,000 0 0

当該事業は令和7年度・8年度におい
て債務負担行為を行っており、令和7
年度においては予算執行をしていな
いため

向河原浄水場2号揚
水ポンプ交換工事

3,520,000 3,520,000 3,520,000 0 0
機器の納品に不測の日数を要するた
め

45,520,000 0 45,520,000 45,520,000 0 0

左の財源内訳

損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円

3号取水場非常用発
電機蓄電池交換工事

990,000 990,000 990,000 0 0
機器の納品に、不測の日数を要する
ため。

7号取水場非常用発
電機蓄電池交換工事

605,000 605,000 605,000 0 0
機器の納品に、不測の日数を要する
ため。

向河原浄水場非常用
発電機蓄電池交換工
事

1,089,000 1,089,000 1,089,000 0 0
機器の納品に、不測の日数を要する
ため。

2,684,000 0 2,684,000 2,684,000 0 0

令和７年度さくら市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

合　　　　　計

地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越額

合　　　　　計

款 項 事　　業　　名
予　算
計上額

支払義務
発生額

翌年度
繰越額

不用額

翌年度繰越額に係
る繰越を要するた
な卸資産の購入限

度額

説　　明

1　資本的支出 1　建設改良費

款 項 事　　業　　名
予　算
計上額

支払義務
発生額

翌年度
繰越額

不用額

翌年度繰越額に係
る繰越を要するた
な卸資産の購入限

度額

説　　明

1　水道事業費
用

1　営業費用
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報告第 4 号 

 

 

令和 7 年度さくら市下水道事業会計予算繰越計算書の報告 

について 

 

 

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第 3 項の規定によ

り、さくら市下水道事業会計の繰越額の使用に関する計画について、別

紙のとおり報告する。 

 

 

　　令和 8 年 6 月 4 日提出 

 

 

さくら市長　　中 村 卓 資　　　　　 
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　地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

国庫補助金 企業債
損益勘定

留保資金等

円 円 円 円 円 円 円 円

1 1

資本的支出 建設改良費 498,480 88,440 410,040 0 0 410,040 0 0 

円 円 円 円 円 円 円 円

1 1

資本的支出 建設改良費 15,510,000 0 15,510,000 7,750,000 7,750,000 10,000 0 0 

円 円 円 円 円 円 円 円

1 1

資本的支出 建設改良費 22,500,000 0 22,500,000 10,350,000 12,050,000 100,000 0 0 

円 円 円 円 円 円 円 円

1 1

資本的支出 建設改良費 54,000,000 0 54,000,000 20,450,000 31,200,000 2,350,000 0 0 

　地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

国庫補助金 企業債
損益勘定

留保資金等

円 円 円 円 円 円 円 円

1 1

下水道事業 営業費用 7,183,000 0 7,183,000 0 0 7,183,000 0 0 

　費用

円 円 円 円 円 円 円 円

1 1

下水道事業 営業費用 8,580,000 0 8,580,000 0 0 8,580,000 0 0 

　費用

15,763,000 0 15,763,000 0 0 15,763,000 0 0 

令和7年度　さくら市下水道事業会計予算繰越計算書

左の財源
内訳

左の財源
内訳

合　　　　　計

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発生額

翌年度
繰越額

不用額

翌年度繰
越額に係
る繰越を
要するた
な卸資産
の購入限
度額

説明

令和7年度流域下水汚
泥処理事業に係る下水
道資源化工場第１期計
画汚泥処理施設等建設
工事委託協定（監視制
御設備更新工事）

監視制御設備更新工事に
おいて入札不調に伴う設
計変更が必要となったた
め

さくら市公共下水道事
業計画変更認可等業務
委託

関係機関との調整に不測
の期間を要し年度内の完
了が困難となったため

氏家7号マンホールポ
ンプ更新工事

注文品の製作に時間を要
し年度内の納品が困難と
なったため

舗装復旧工事ほか2本

請負業者において作業員
や重機等の確保が困難と
なったため

合　　　　　計 92,508,480 88,440 92,420,040 38,550,000 51,000,000 2,870,040 0 0 

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発生額

翌年度
繰越額

不用額

翌年度繰
越額に係
る繰越を
要するた
な卸資産
の購入限
度額

説　明

管路修繕業務委
託

労働需要が急増し、
請負業者において作
業員等の確保ができ
ず年度内の完了が困
難となったため

下水処理場機械
設備修繕

更新する曝気装置に
おいて年度内の納品
が困難となったため
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報 告 第 5 号  

 

 

　 　 　 さ く ら 市 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 行 動 計 画 の 変 更  

　 　 　 に つ い て  

 

 

　 さ く ら 市 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 行 動 計 画 を 変 更 し た か ら 、

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 第 8 条 第 8 項 に お い て 準 用

す る 同 条 第 6 項 の 規 定 に よ り 、 別 冊 の と お り 報 告 す る 。  

 

 

　 　 令 和 8 年 6 月 4 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資
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報告第 6 号 

 

 

　　　専決処分事項の報告について 

 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分をし

たので報告する。 

 

 

　　令和 8 年 6 月 4 日提出 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら市長　　中 村 卓 資
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専 決 処 分 第 3 号  

 

専 決 処 分 書  

 

　 地 方 自 治 法 第 180 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 議 会 の 議 決 に よ り

指 定 さ れ た 市 長 の 専 決 処 分 事 項 に つ い て 、 次 の と お り 専 決 処 分 す

る 。  

 

 

　 　 令 和 8 年 3 月 9 日  

さ く ら 市 長 　 中 村 　 卓 資 　 　 　  

 

 

　 議 会 の 議 決 を 経 た 工 事 請 負 に 関 す る 契 約 に つ い て 、 契 約 金 額 を

次 の と お り 変 更 す る 。  

 

1　 契 約 の 目 的  

　 　 南 小 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 施 設 整 備 工 事 （ 建 築 工 事 ）  

　 　 （ 令 和 7 年 5 月 22 日 議 決 ）  

 

2　 契 約 金 額  

　 　 変 更 前 　 　 308 ,000 ,000 円  

　 　 変 更 後 　 　 313 ,775 ,000 円 （ 5,77 5,000 円 の 増 額 ）  

 

3　 契 約 の 相 手 方  

　 　 荒 牧 ・ 猪 瀬 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体  

　 　 　 代 表 構 成 員 　 栃 木 県 さ く ら 市 草 川 66 番 地 1  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 株 式 会 社 　 荒 牧 組  

　 　 　 　 　 構 成 員 　 栃 木 県 さ く ら 市 松 山 101 3 番 地 1  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 株 式 会 社 　 猪 瀬  

 

4　 変 更 理 由  

舗 装 構 成 ・ 範 囲 見 直 し 等 の た め
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報 告 第 7 号  

 

 

　 　 　 専 決 処 分 事 項 の 報 告 に つ い て  

 

 

　 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 180 条 第 2 項 の 規 定 に

よ り 、 議 会 に お い て 指 定 さ れ て い る 事 項 に つ い て 、 別 紙 の と お り

専 決 処 分 を し た の で 報 告 す る 。  

 

 

　 　 令 和 8 年 6 月 4 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資
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専決処分第 9 号

専決処分書

地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定さ

れた市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。

令和 8 年 5 月 11 日

さくら市長 中 村 卓 資

市は、令和 8 年 4 月 7 日に発生した事故による損害賠償の額を次のと

おり決定する。

1 損害賠償の相手方

(1) 住所

(2) 氏名

2 事故の概要

令和 8 年 4 月 7 日、南小学校用務員が、刈払機で草刈り作業中、飛び

石で学校の駐車場に駐車していた相手方の乗用車リアガラスを破損させ

た。

3 損害賠償の額

金 97,372 円
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諮問第 1 号

人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員候補者に下記の者を推薦したいから、人権擁護委員法（昭

和 24 年法律第 139 号）第 6 条第 3 項の規定により、議会の意見を求め

る。

記

住 所

氏 名 大山 純子

生年月日

令和 8 年 6 月 4 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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